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はじめに

水田活用の直接支払い交付金（以下、水活
交付金と略する）の見直しが 2021 年末に提
示され 2022 年から実施されたが、2023 年度
に向けては畑地化が重点化されるなど、実施
に向けての条件提示などで政策的混乱が見ら
れる。見直しが短期間で行われ、その対応も
これからであることから、研究論文などでの
指摘も少ない（注１）。

水活交付金の見直しにおいては、北海道は
全国的にみても「転作」率が高く、その影響
が大きいと考えられるため、本論では北海道
を対象として水活交付金の見直しの影響を明
らかにすることを課題とする。ただし、政策
の行方が必ずしも明らかになっていないこと
から、水田土地利用のバリエーションを観察
することで、その影響について考えてみるこ
とにする。言い換えれば、この見直しを契機
として、北海道内の水田土地利用の現段階を
明らかにしようとするものである。以下が論
文の構成である。

まず、〔1〕では水活交付金見直しの背景と
その内容を、2022 年度での実施の動きと
2023 年度にむけた修正の動きに区分して整

理を行なう。
続く統計分析では、水田土地利用の実態に

ついて農水省のデータ「水田における作付け
状況について」を使用するが、このデータで
は主食用米と戦略作物（非主食用米と麦大
豆・飼料・そば・なたね）しか公開されてい
ないという問題がある。そのため、水田面積
の合計は便宜的に作物統計の水田本地面積を
使用することにした。〔2〕では全国的な水田
土地利用と北海道の位置づけを行った。〔3〕
では北海道内での水田土地利用を旧支庁別に
整理するとともに、水田の集中する石狩川流
域およびその周辺部を市町村別に再集計する
ことでその特徴を示し、水活交付金見直しの
影響を明らかにする。ここでは主に石狩川中
流域と下流域の相違を中心に議論する。〔4〕
では、石狩川流域とその周辺地域を除く北海
道の東部地域と南部地域での水田土地利用の
動向を実態調査により明らかにする。北海道
東部の畑作地帯では十勝地方の池田町、オ
ホーツク地方のきたみらい農協地域（主に北
見市）、北海道南部地域ではせたな町である。

〔5〕では、北海道の水田土地利用の中で最も
影響を受けると考えられる石狩川下流域につ
いて、ひとつの法人経営の事例により、水田
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土地利用の変化とその生産性、水活交付金や
ゲタによる収入の経営における位置づけを行
う。水活交付金の見直しが 50 年の長期にわ
たる足踏みを経てやっと確立しつつある大規
模稲作･畑作野菜複合経営を中心とした北海
道の水田経営に大きな打撃を与えるものであ
ることを明らかにすることが最も大きな課題
である。

注１）田代〔2022〕の論考では、見直しの背景として 2020
年 10 月の財政審の議論および 2021 年 12 月の予算編成に
関する建議をあげており、参考になった。また、秋山
〔2022〕では水活見直しについて「水田潰しの方向が色濃
く反映されているように思われる」としており、「5年間
水張りのない水田を生産調整対象面積から除外する措置
が強行された場合、固定団地型転作自体が壊れてしまう
危険性なしとしない」と指摘している（pp.48-49）。北海
道をも念頭に置いた指摘であると思われる。

１．水活交付金問題の経過

（１）水活交付金見直しの動きとその内容

水活交付金は、民主党政権からの政権交代
後の 2013 年から開始され、農業者戸別所得
補償制度から経営所得安定対策への移行の中
で、水田活用の所得補填交付金から名称変更
されたものである。前政策の交付金の内容は、
麦大豆・飼料が 3.5 万円、米粉・飼料用・
WCSが８万円、そば・なたね・加工用米が
２万円＋産地資金という水準であり、それが
継続されたわけである。ただし、転作助成金
による主食用米の生産抑制のあり方は大きく
変更される。2004 年以降、転作目標は面積
から生産数量目標に変更されたが、実際には
単収でわり替えして面積配分を行っていた。
しかし、2018 年からは需要に応じた生産へ

と移行することになり、減反政策は廃止され
たのである。農業・水田政策から食料・コメ
政策への転換であり、転作概念を放棄し水田
利用の転換を食料自給率・自給力の向上とい
う食料政策目標で辻褄合わせをしたのであ
る。これにより、理論的には水活交付金は必
要不可欠というよりも、激変緩和措置として
の性格を持つようになった。つまり、水活交
付金の「見直し」はある意味で予定されたも
のといえる。

こうした農水省の政策転換を受けて動き出
したのが、財務省である。2016 年６月の財
務省による予算執行調査（注１）において水
活交付金が取り上げられた。飼料用米、産地
交付金、二毛作助成・耕畜連携助成へのコメ
ントもあるが、「交付対象の水田については、
畦畔がないなど水田機能を失っている農地や
経営判断として米の生産を再開するとは考え
にくい農地にも、本交付金が交付されている
事例があった」とされ（調査結果）、今後の
改善点・検討の方向性として「現況として米
の生産ができない農地や米以外の生産が継続
している農地を、交付対象から除外すべき。
そのため、除外すべき基準を明確で具体的な
ものとし、各協議会で厳正な運用が行われる
ようにすべき」としている。

これを受けた農水省の 2017 年度の水活交
付金の概算要求のスライドには「交付金の交
付に当たっては、米の生産ができない農地を
交付対象から除外するための基準の明確化等
の措置を講じます」とある。予算執行調査結
果とうりふたつの内容である。タイミング的
には減反廃止の前年の 2017 年である。

これを受けて、2017 年 4 月に「経営所得
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安定対策等実施要綱」（以下実施要綱と略す）
が改訂され、別紙２として「米の直接支払交
付金及び水田活用の直接支払交付金の交付対
象農地」が追加された。対象水田から除くも
ののなかで、②畑地化し水田機能を喪失する
等水稲の作付を行うことが困難な農地として、
次のいずれかに該当するものがあげられてい
る。第一の規定がたん水設備（畦畔等）を有
しない農地（本地に直ちに均平することが難
しい傾斜がある場合を含む）、第二の規定が
所要の用水を供給しうる設備（用水源及び用
水源から引水を行う用水路等の設備）を有し
ない農地である。ただし、両者には例外規定
があり、第一の規定には作物の生産性の向上
のため一時的に畦畔を撤去している場合、第
二には土地改良区内にあっては水稲生産に要
する用水を確保するための賦課金が支払われ
ている場合、である。この二つの例外規定に
よって、再生協による対象地の認定において
は、対象から除外される水田は少なかったと
されている。実施要領には記載されているも
のの、それ以降 2018 年度から 2021 年度まで
の 4 年間は、特に農水省からの通達はなく、
水活交付金の概算要求のスライドにも 2017
年度の文言は記載されていない。よって、こ
の改定による影響はわずかなものであったと
言えよう。

しかし、見逃すことができないのは、財務
省の動きである。同 2016 年末の財政制度等
審議会、財政制度分科会では「転作助成のあ
り方の点検・見直しに当たっての論点・視
点」が提示されている（注２）。概略をまと
めると、第一に農業の競争力強化・生産性向
上を図るためには飼料用米などではなく野菜

などの高収益作物への支援への転換が必要で
あること、第二に米の輸出拡大や国内の中
食・外食の需要を増やすためには米の生産コ
ストの削減による米価の引き下げが必要であ
り、交付金がそれを阻害しないようにすべき、
という内容である。この基本的な考えが、こ
れ以降も主張されるようになる。

2022 年度の水活交付金の見直しはいささ
か唐突に提起された。原案は 2021 年 11 月
25 日の自民党農業基本政策検討委員会で提
示され、12 月 24 日には概算要求の決定とい
う異例の速さである（表 1.1）。

ここでは、交付金の交付対象となる水田の
再定義が行われたことが重要であり、2017
年の実施要綱の規定を「現行ルール」として
再徹底を図るほかに、現場の課題を検証しつ
つ、今後 5 年間（2022 〜 26 年）で一度も水
張り（水稲作付）を行わない農地は 2027 年
度以降交付対象水田としない（ここでは「新
ルール」と呼ぶ）とされた。この水張りの追
加はいかにも唐突であり、当初は 2022 年ま
での５年間とされたものが、2022 年からの
５年間と変更されている。この新ルールは
2023 年度にむけて内容の変更が行われてい
ることは後述する。2022 年４月に実施要綱
は改定されたが、新ルールは対象農地の規定
に盛り込まれず、2022 年度の概算要求のス
ライドに書き込まれただけである。

この見直しによって、田畑輪換を行ってい
ない水田の転作畑は、5 年以内にすべての水
田に水稲作付を行うか、あるいは一部ないし
全ての水田を畑地化する、という選択を迫ら
れることになった。具体的には、水田機能を
有しつつ転換作物を生産する農地については、
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ローテーションのリセットを図るには５年が
望ましいと考えて設定した」（注３）と述べ
ている。また、農水省農産局の資料でも、田
畑輪換のパターンとして北海道（空知）にお
ける輪作体系が例示されている（注４）。

しかし、のちに触れるように「空知型輪作
体系」は未確立であり、転作田の固定化を前
提とした畑作的輪作が基本であるという認識
になっていないようである。とりあえず、北
海道の議論は５年以内の水張りをどうするか
という問題からスタートしたのである（注
５）。

（２）2023 年度に向けての変化と問題点

2022 年度においては、5 年間での転作畑に
水稲作付を行うとして実際に水を張り復田を
行ったケースも現れたが、それは一部であっ
た。「現場の課題を検証しつつ」という但し
書きにもとづいて「生産現場の課題」がそれ
ぞれの再生協から都道府県を通じて７月まで
に集約が行われた。水張りについてはいろい
ろなレベルで折衝が行われたとみられるが、
2023 年１月段階では実際に水稲を作付けす
るか、「①湛水管理を１か月以上行う、②連
作障害による収量低下が発生していない、と
いう 2 つの条件を満たす場合は水稲作付を
行ったとみなされる」という代替案の両方が
示されている（注６）。当初の水稲作付から
はかなりの譲歩であり、水張りの意図そのも
のが変質してしまったと思われる。ただし、
北海道で考えれば、転作田の固定化を前提と
した畑地的輪作のなかで１か月の湛水によっ
て連作障害回避を行ったという証明を行う難

ブロックローテーションの構築に向けて検討
を行い、畑地化すべき農地は畑地化するとい
うことである。

予算措置としては、2022 年度では多年生
作物（牧草）への支援について播種を行わず
に収穫を行う年の戦略作物助成の単価が見直
され、10a当り 1 万円（播種から収穫を行う
年は 3.5 万円）に引き下げられた。また、
2018 年から実施されている畑地化支援 10a
当り 10.5 万円については、高収益作物によ
る畑地化加速のため単価を 10a当り 17.5 万
円に引き上げる誘導措置がとられている。

この影響は、転作のあり方によって大きく
異なる。西日本はもともと二毛作地帯であり
田畑輪換は 1 年２作のかたちで行われるので
全く問題はないが、東日本は一毛作で湿田が
多いために転作は「非食用米」である稲作作
付けが中心であった。もちろん後者にはそれ
以外の形態もあるが、その面積は限られてい
る。しかし、北海道、その中心である石狩川
流域においては泥炭地という特殊土壌が存在
し、しかも転作率が高いために転作地を固定
してそこで野菜を含めた畑地利用を行ってい
るケースが多い。ここの畑作部分で水張りを
行うと、稲作にとっても（復田）、畑作にとっ
ても（復畑）も、収量や品質に大きな損害が
生ずる可能性がある。この北海道の大規模水
田経営に与える影響についてはほとんど政策
的に意識されていなかったと思われる。

実際、水田への水張りを 5 年間以内と定め
た根拠については、農水省の担当者は「同じ
作物を 3 年輪作すると次第に連作障害が起こ
り、5 年経つと当初の収穫量を確保できなく
なるという分析結果を踏まえ、水稲ブロック

49北海道における水田土地利用の地域差と水田活用直接支払交付金見直しの影響



度は高い。
2022 年に入ってからの変化は、むしろ畑

地化の推進にあると言ってよい。2023 年度
予算と 2022 年度補正予算で、畑地化に対す
る一時金が 10a当り高収益作物で 17.5 万円

（継続）、一般畑作物で 14 万円（引き上げ）
とされたほか、定着促進として５年間に 10a
当り 2 万円の支援もしくは 10 万円の一時金
支払いが行われることになった。ただし、
2022 年および 2023 年実施という期限付きに
なっている。合算すると 27.5 万円と 24 万円
となり、限界地では水田売買価格に匹敵する
水準となる。畑地化して５年以上経過した段
階で耕作放棄地化しないかという問題があり
そうである。このような限界地では、水田転
作が借地として行われるケースが一定割合を
占めるため、畑地化が借地関係と絡んで実施
される複雑性を有する。そこで、この調整を
再生協の機能として位置付け、その事務費と
して一律に 300 万円が支給されることになっ
た。また、土地改良区決済金等支援では、
2023 年に畑地化を行う農業者に対し地区除
外決済金等の対価として 10a当り上限 25 万
円を助成することも盛り込まれた。ただし、
土地改良区の経営上の支援策になるとはいえ、
水利管理上の問題は解決しないため、異なる
対応も検討されているようである。

以上の動きの背景には、財務省の存在が大
きく影響している。2023 年度予算編成に関
する建議（2022 年 11 月）では、水活交付金
の課題として飼料用米生産に関し単収の多い
専用品種に交付金の配分を限定し、主食用米
と区分した生産を徹底すべきという主張であ
る。農水省は種子調達面から即時実行は難し

いとして、2024 年度から専用品種以外の飼
料用米の単価引き下げを打ち出している。

また、畑作物の本作化に関しては、「既存
の水田を維持し、多額の財政資金を投じて飼
料用米を始めとした転作作物を作り続けてい
くことは『真に我が国の食料安全保障の強化
に資する施策』とは言えず、また、財政上も
持続可能ではない。水田における『転作』で
はなく、水田を畑地化し、水活交付金の交付
対象から卒業したうえで、畑地における「本
作」として作物生産を進めていく必要があ
る」としている。この畑作物の本作化は、従
来の「転作の本作化」を意識したものと考え
られるが、このネーミングは「畑作物本作化
支援助成」として水活交付金の予算案に導入
されている。

また、注の形式で提示されてはいるが、水
活交付金の課題の中で、麦大豆の二重取り批
判が行われていることにも注意する必要があ
る。転作作物としての小麦や大豆については、
畑作物の直接支払い交付金（いわゆる「ゲタ
対策」）に加えて、水活交付金による支援も
受けており、「同じ作物を畑地で栽培する場
合に比べて厚い支援がなされていることも課
題」とされているのである。これは北海道に
とっては見逃せない指摘である。以上のよう
に、水活交付金の見直しは財務省の影響の下
で、政治的な配慮を加えながら進んでいるの
であり、その目標が水田の縮小にあることが
明確に現れているのである。

注１）「予算執行調査」（2016 年度）は「事業等の必要性、
有効性について検証を行い、事業等の全部または一部の
廃止を含めた見直しや、より有効な実施方法等への見直
しを求めた事案」に該当する（財務省HP）。
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注 表1.1　水活問題の主要日誌

年 月 日 記事内容 出典

2021 11 25 自民党農業基本政策検討委員会で、水活交付金交付を過去５年間で一度も水張りが行われてい
ない水田を対象から除外という見直しを提示。

日農 1126

11 30

自民党農林合同会議に農水省が見直し方針を提示し了承。交付対象水田は、現行ルールでも水
張出来ない農地は対象外だが、ルールを再徹底する。その上で 2022 ～ 26 年度の５年間で一
度も水張のなかった農地は交付対象から外すとした。与野党から、見直し方針の提示が唐突だ
などと慎重な対応を求める声が上がり、修正した。一方、畑地化する場合の支援策として、野
菜など高収益作物で畑地化する場合は 10a 当り 175,000 円を、麦大豆などそれ以外の作物は
105,000 円を助成する。高収益作物のみを対象としていた当初案を修正。

日農 1201

12 3 財政審財政制度分科会が建議（意見書）。転作助成金の膨張を招くとし、助成負担が比較的軽い
輸出用米や高収益作物への転換を促すべきとした。

日農 1204

12 8 首相が水活交付金について「作物間の支援水準のバランスを見直す」と衆議院本会議で発言。
飼料用米以外での転作拡大の必要性を訴えたと新聞は解説。

日農 1209

2022 1 19

衆議院本会議で首相が改めて「今後５年間一度も米の作付けを行わない農地を対象外とする」、
「野菜などの生産が固定化している水田の畑地化などを促し、米の需給安定と農業者の所得向上
を図っていく」と表明。立憲の代表は「耕作放棄地化や土地改良区の頓挫などを懸念する声が
上がっている」と指摘。

日農 0120

2 22

農相は記者会見で、水田機能を持つ農地への交付継続へ「５年間に、水稲と転換作物のブロッ
クローテーションを行うことを各地域で検討してもらう」、これが困難などの課題がある場合は

「検証を行う」とした。
「畑作物の生産が定着している農地は畑地化を促す」と交付対象外とする方針を説明。一方、畦
畔や水路などを備える農地は交付継続へ、米や畑作物の栽培を組み合わせるブロックローテー
ションを産地に検討してもらうとした。これまで計 45 回に上る意見交換会などで見直しの趣旨
を説明してきたとした。

日農 0223

4 1 経営所得安定対策等実施要領改正では、水活交付金の対象農地の規定に変更なし 農水ＨＰ

4 15
農水省は水活交付金交付対象農地の見直しにたいする生産現場の課題を７月末までに集約する
と表明。課題を検証し、交付対象条件でより詳細なルーツを示すことも検討。5 年の間に米の
作付けが困難な理由について都道府県ごとにまとめ、７月末までに集約する。

日農 0416

6 2

自民党農業基本政策検討委員会で、水活見直しに関する現場の課題について中間まとめを示し
た。ブロックローテーションは湿害などで困難、畑地への転換支援が不十分、中山間地は耕作
放棄が増えるという課題があがった。ほかに、ブロックローテーションは 5 年間では短い、大
豆や野菜などでは収量や品質がさがるという指摘。同会長は「ルールはルールだ」としつつ、
耕作放棄や離農に懸念。

日農 0603

2022 6 8

自民党農林合同会議で決議。「水張り」を満たすかどうかの確認は現場実態を踏まえて検討する、
土地改良区の安定運営への対策、畑地化や中山間地の営農継続に向けた十分な支援が内容。ポ
イントは以下の通り①畑作物が定着した水田で、畑作物の産地形成に向け充分支援、②畑地化
支援の検討で食料安全保障の強化を踏まえる、③「水張り」の確認方法は現場実態を十分踏ま
えて検討、④米と畑作物のブロックローテーションの推進へ基盤整備を拡充、⑤中山間地の営
農継続や牧草の安定供給に配慮、⑥土地改良区の安定運営に向けた対策の検討、⑦畦や水路の
ない農地は交付対象外とする現行ルールは周知徹底。

日農 20609

9 2 農相が 23 年度から飼料用米を専用品種の定着をめざした助成へ検討する 日農 0903

9 19
農水省の 23 年度概算要求で畑地化支援を充実する。「畑作物本作化推進助成」で、一時金（高
収益 175,000 円、その他 105,000 円）のほかに、高収益作物に５年間２万円（加工・業務用野
菜は３万円）を助成、その他作物についても数年間の助成を年末までに確定する。

日農 0920

9 29 自民党農林合同会議で水活交付金見直し議論に着手。①水稲以外での水張りをする場合の交付
対象、②中山間地域での農地保全、③畑地化への支援、飼料用米の定着化など

日農 1008

10 19 財務省財政審で、飼料用米は将来的に専用品種に交付金を限定、交付金全般について単価の見
直し、水田の転作は極力畑地化へ。

日農 1020

畑地化促進事業で、土地改良区決済金の支援（10a 当り 25 万円上限）と畑作物の産地形成に取
り組む再生協への支援（1 協議会 300 万円上限）

日農 1030

11 2 第二次補正予算案の提示、水活交付金 190 億円（作付け転換）、畑作物産地形成促進事業 300
億円（麦大豆、畑地化支援）

日農 1103

12 2 農水案、飼料用米の交付金を 24 年度から 3 年間で８万円から 6.5 万円へ減額、専用品種は多収
品種は据え置き

日農 1203

12 23 23 年度予算案を閣議決定、水活交付金 2940 億円、110 臆円の減額分は米新市場開拓促進事業 日農 1224

12 27 経営所得安定対策等実施要領改正では、水活交付金の対象農地の規定に変更なし、畑地化の項
目が追加

農水ＨＰ

注）日農は日本農業新聞の略。
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２）財政制度等審議会・財政制度分科会 2016 年 11 月 4
日の議事録（財務省HP）。

注３）「農水省と道農業法人協会水田部会が意見交換」
『ニューカントリー』北海道協同組合通信社、2022 年 4 月
号、p.40

注４）農水省農産局企画課水田農業対策室「令和４年産に
向けた水田農業の取組み方針（ver.2.1）」。輪作体系は
「水稲⇒大豆⇒小麦⇒なたね（飼料用とうもろこし等）」
を例示している。

注５）こうした政策変更は北海道の水田農家に大きな衝撃
を与えたが、農水省の現地説明会では財務省による圧力
が存在しており、交付の適正化を行わなければ今後の交
付金全体の存続が難しいという説明があり、沈黙を強い
られたようである。また、農協についても、「唐突感が否
めない」としながらも、「実質的に畑地と変わらない環境
で生産される作物に手厚い交付金が支払われることに対
し、今後は道内外の産地からますます厳しい目が向けら
れる可能性があることを改めて確認。財源が税金である
以上、制度やルールに則った受給でなければ国民の理解
を得ることは難しく、さらに不公正であるとの印象を抱
かれてしまえば「厳しい批判」にさらされる懸念もある」
（北海道農協米対策本部の議論）としている（『日刊北海
協同組合通信』、2022.3.14）。

注６）『日刊北海協同組合通信』2023.1.13 の報道。

２．水田土地利用の全国動向と北海道の特徴

ここでは、今回の水活交付金見直しにおい
て北海道に対し特に影響を与える点を水田土
地利用の特徴から明らかにする。そのため、
全国的な水田利用の動向の中に北海道を位置
付けてみる。

（１）水田土地利用の全国的な動向

表 2.1 は、農林水産業・地域の活力創造プ
ランのなかに水活交付金が位置付けられた
2014 年から 2021 年までの全国における水田
土地利用の変化を示したものである。主食用
米は 147 万haから減少を続けており、生産
数量目標が廃止された 2018 年以降も減少は
止まらない。非主食用米は加工用米が 5 万

haを前後しており、飼料用米とWCS用米が
増加傾向にあり、2021 年には 26 万haとなっ
ている（注１）。水田本地面積に対する比率
を見ると、主食用米比率は60％を割っており、
非主食用米比率の 10％を加えても、稲作面
積（水張り面積）は全体の 70％を割ってい
る。これに対し、畑作物は麦、大豆、飼料作
物が中心であるが、それぞれ減少傾向を示し
ており、2021 年では麦が 10 万ha、大豆が 9
万ha、飼料作物が 7 万haとなっている。畑
作物の割合は 20％弱から減少して 13％程度
となっている。水田本地面積自体は 2014 年
の 232 万haから 2021 年には 224 万haへと 8
万ha減少しているが、これから主食用米と
戦略作物等の合計を引いたその他面積は一貫
して 39 万haほど存在する。2014 年の農水
省の資料では、その内数は野菜 22 万ha、通
年不作付地 18 万haとなっているが、以降は
記載がない。野菜の増加は考えづらいので仮

表2.1　全国の水田取り利用の変化
　表2.1　全国の水田土地利用の変化

単位：千ha、億円
年度

本地 面積
主食用米
加工用
飼料用
WCS用
米粉用
新市場
その他
備蓄米

非主食用米計
水稲 作付

麦
大豆

飼料 作物
そば

なたね
畑作物計

主食用+戦略
作物等計

野菜

通年不 作付地

主食用米
非主食用米

水稲計
畑作物

主食用+戦略作
物等
野菜

通年不 作付地

水活交付金額

注１）「水田における作付状況」より作成。
　２)2017年以降の本地面積は「耕地及び作付面積統計」による。
　３）交付金は2016年までと2021年は予算額。
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に 20 万haとすると、この
間の耕作放棄地は耕境外と
なった 8 万haに通年不作付
地 19 万haを加えた 27 万ha
と考えられる。この面積は
現在の畑作物面積に匹敵す
るものである。2021 年の水
田土地利用を整理してみる
と、主食用米 58％、非主食
用米が 12％であり、水張り
されている稲作面積は 70％、畑作物が 13％、
野菜など高収益作物が 9％、不作付地が 8％
ということになる。今回の水活交付金の見直
しは畑作をめぐるものであるが、水田土地利
用から言えば不作付地問題の方がより深刻で
ある。

つぎに、水田土地利用の農業地帯別の特徴
を見ておこう。図 2.1 は水田本地面積に対す
る主食用米、非主食用米、畑作物、その他の
割合を実数で示したものである。水田面積は
東北、関東、九州、北陸、北海道の順である
が、主食用米面積では東北の次に関東・北陸
が並び、九州は順番を下げ、北海道は東海、
近畿、中国に並ぶ水準になっていることがわ
かる。「転作率」には大きな差があるのであ
る。

表 2.2 には農業地帯別の水田土地利用の特
徴を示した。主食用米の全国平均 58％を超
えるのは関東、北陸、東海、近畿であるが、
非主食用米では東北12％、関東15％、北陸9％
が高い。両者を合わせた稲作率では全国平均
68％を大きく超えるのは関東 79％、北陸
77％であり、東北、東山、東海がわずかに超
える。九州・沖縄は非食用米が 14％である

が、主食用米が 52％と低く、稲作率は 66％
にとどまっている。畑作物の割合が圧倒的に
高いのは北海道の 42％であり、主食用米
42％と並んでいる。東北は 13％であり、非
主食用米とあわせ 25％の「転作」対応と
なっている。東山 11％、東海 13％も高い。
九州・沖縄は 12％であり、非主食用米とあ
わせ 26％であり、東北と同様の対応を示し
ている。注目されるのが「その他」であり、
四国 37％、中国 29％、近畿 27％と高い割合
を示す。「その他」には高収益作物と不作付
地という正反対の要素が入っているが、少な
くとも中・四国については不作付地の割合が
非常に高いものと考えられる。

以上をまとめると、①主食用米が依然とし

図2.1　本地面積における作付けの割合と水活交付金

　　　注１）「水田における作付状況」および「水活交付金の実績」より作成。
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　表2.2　都道府県別の水田土地利用の割合(2021年）

年次
主食
用

非主
食用

稲作
面積

畑作
物

その
他

水田本
地面積

北 海 道
東 北
関 東
北 陸
東 山
東 海
近 畿
中 国
四 国
九州･沖縄
全 国
　注）『耕地及び作付面積統計』および「令和３年産の
　　　水田における都道府県の作付状況」より作成。

表2.2　全国の水田取り利用の変化
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て中心であり、不作付化が
進んでいる西日本の近畿・
中国・四国、②非主食用米
での対応を行っている関
東・北陸、③畑作物とその
他（野菜）で対応を行って
いる東山・東海、④非主食
米と畑作物の両方で対応を
行っている東北と九州、⑤
圧倒的に畑作物で対応して
いる北海道、に分類できる

（注２）。北海道は稲作の比
率は低いが、③の東山・東
海タイプとの近似性がある。

水活交付金については、
絶対額では東北が 683 億円、北海道が 536 億
円、九州・沖縄が 591 億円、関東が 427 憶円
の順となっている。水田本地面積ha当たり
交付額では、全国平均が 16 万円であるのに
対し、北海道が 28 万円、九州・沖縄が 26 万
円であり、東北、関東、東海が 15 万円となっ
ている。また、１件当たり（個人、法人、集
落営農を含む）の支払い交付金額は全国平均
で 98 万円、最高は北海道の 294 万円、つい
で東海 147 万円、関東 134 万円、東北 98 万円、
北陸 94 万円、九州・沖縄 83 万円となってい
る。交付金の絶対額、水田面積当たり単価、
１件当り交付額をみても北海道における水活
交付金の農業経営にとっての重要性が明らか
である。

（２）北海道における水田土地利用の特徴

北海道の水田土地利用の特徴は、農業地帯

別の比較によってほぼ明らかになったが、や
や時系列的にその特徴を示しておこう。

表 2.3 は、前掲表 2.1 と同様に北海道につ
いての 2014 年から 2021 年までの水田の作付
け状況を示したものである。全国との相違は、
水田本地面積が 21 万haで維持されている点
である。また、野菜・通年不作付地（表 2.2

では「その他」と表記）についても 1 万 8 千
haで変化がなく、そのほとんどは野菜など
の高収益作物である（後出）。

主食用米面積は 2014 年の 10 万 3 千haか
ら 2021 年の 8 万 8 千haまで 8 年間で 14.1％
の減少を示しており、水田本地面積の 48.7％
から 42.0％へと推移している。全国平均の
58.3％に対して、極めて低いのが北海道の第
１の特徴である（表 2.4）。非主食用米につ
いては加工用米が最も多かったが、飼料用米
が増加を見せ逆転している。WCSは振るわ
ない。新市場開拓用米（輸出用米等）のため

　表2.3　北海道の水田における作付状況の動向
単位：ha、億円

年度
本地 面積
主食用米
加工用
飼料用
WCS用
米粉用
新市場
その他
備蓄米

非主食用米計
水稲 作付

麦
大豆

飼料 作物
そば

なたね
畑作物計

主食用+戦略
作物等計

野菜
通年不 作付地

主食用米
非主食用米
水稲 作付
畑作物計

主食用+戦略
作物等計

野菜
通年不 作付地
水活交付金額
　注１）「水田における作付状況」より作成。
　　２)本地面積は「耕地及び作付面積統計」による。

表2.3　北海道の水田における作付状況の動向
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の稲作面積はここ数年で増加を見せており、
2021 年には千haを超えている。北海道にお
いては非主食用米の割合は停滞的であったが、
近年は増加傾向にあり 2021 年には 7.1％と
なっている。しかし、全国平均の 11.6％には
及ばず、主食用米に非主食用米を加えた稲作
面積比率も 49.1％にとどまっている。これに
対し、割合が高いのが畑作物であり、この 8
年間では作付けにほとんど変化はない。2021
年でみると小麦が 3 万 5 千ha、大豆が 1 万 9
千ha、飼料作物が 2 万 6 千haであり、それ
ぞれ全国の 34.6％、21.8％、35.5％のシェア
となっている。畑作物の戦略作物にはほかに
そば、なたねがあるが、そばについては 8 千
から 9 千haで安定しており、なたねについ
ては 500 から 600haにまで増加している。全
国シェアは 30.5％、72.2％であり、高い。こ
うした結果、畑作物の割合は 2021 年で

42.2％であり、全国の12.9％よりはるかに高く、
また全国の畑作物面積の30.7％を占めている。
2013 年の農林水産業・地域の活性創造プラン
で提示された「食料自給率・自給力の向上を
図るため、水田活用の直接支払交付金により、
飼料用米、麦、大豆など、戦略作物の本作化
を進め、水田のフル活用を図る」という目的
に大きく貢献してきたということができる。

このように、北海道の水田土地利用は耕作
放棄地が少なく水田面積が安定的であるこ
と、「転作」については水田の畑地利用が主
流であり、畑作物と「その他」の大部分を占
める高収益作物を合わせると水田利用の
50％を占めていることが明らかとなった。そ
して、すでに述べたように、水活交付金はそ
の絶対額、水田面積当たり単価、１件当り交
付額をみても農業経営にとって極めて重要で
あることが明らかである。

注１）非主食用米の区分は筆者のものである。新市場開拓
用米、備蓄用米などの主食用米、WCSを含むが、便宜的
な区分である。
注２）この変化については田代〔2022〕p.54-56 が詳しい。

３．北海道における水田土地利用の地域差と

水活見直しの影響

（１）北海道における水田土地利用の地域差

と石狩川流域

このように北海道の水田土地利用は全国と
比較して大きな特徴を持つが、北海道内おい
ても水田土地利用について大きな地域差を想
定することができる。そこで、〔2〕と同様の
データを用いて市町村レベルでの水田土地利

　表2.4　水田における作付状況と北海道の特徴（2021）
単位：ha、％

全国 北海道 比率 全国 北海道
本地面積

主食 用米

加工 用米

新規 需要米

飼料用

WCS用

米粉

新市場

その他

備蓄米

非主食 米計

稲作面積

麦
大豆

飼料 作物

そば
なたね

畑作面積

主食用+戦
略作物等計

その他
　注）表2.1および表2.2により作成。

実面積と北海道比率 品目別比率

表2.4　水田における作付状況と北海道の特徴（2021）
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用のデータを積み上げ、地域差を明らかにす
る（注１）。

以下では、この市町村別の水田作付の数値
を旧支庁別に集計するとともに、石狩川流域
およびその周辺地域を８地域に区分してその
特徴を明らかにする。

表 3.1 はこの市町村別データを旧支庁別に
集計したものである。北海道全体では水田面
積が 210 千ha、主食用米が 88 千ha、非主食
用米が 14 千ha、両者の合計の稲作面積が
103 千haで あ り、 主 食 用 米 作 付 け 率 は
42.0％、水稲面積率は 49.0％であり、50％を
下回っている。これに対し、畑作面積は「そ
の他」（注２）を加えて 107 千haで、50.9％
となる。この内訳は麦が 3 万 5 千ha、大豆
が 1 万 9 千haで、麦・大豆あわせて 50.3％、
飼料作物が 2 万 6 千haで 24.2 ％、そばが

8,600ha、8.0％で、麦・大豆転作が定着して
いることがわかる。
「その他」は 18,241haであるが、北海道の

資料による 2021 年の実績では高収益作物が
15,276ha（うち野菜が 13,768ha）、その他が
5,874haとなっている（注３）。

つぎに、北海道の旧支庁別の水田土地利用
を見ると、この 50 年間の稲作減反・水田転
作の過程において水田自体が縮小・集中化し
ており、さらに周辺部で残った水田において
も転作率が極端に高くなっている。

水田の分布は大きくは石狩川流域とその周
辺地域（石狩川流域他と略す、石狩・空知・
上川・留萌）、北海道南部地域（以下、道南
と略す、渡島・檜山・後志・胆振・日高）、
北海道東部（以下、道東と略す、オホーツク、
十勝）の３つの地域に区分される（表 3.2）。

　表3.1　水田における作付け状況（2021年）
単位：ha、％

石狩 空知 上川 留萌 渡島 桧山 後志 胆振 日高 オホーツク 十勝 合計
8 23 20 7 8 7 17 9 8 5 4 116
6,342 39,207 24,448 3,828 2,228 3,144 4,065 3,047 1,201 884 10 88,404

262 1,736 2,583 80 516 414 258 255 18 55 6,177
603 4,693 1,189 131 209 438 695 268 41 4 0 8,271
71 223 17 12 60 383

865 6,429 3,772 211 725 852 953 523 59 59 0 14,448
7,207 45,636 28,220 4,039 2,953 3,996 5,018 3,570 1,260 943 10 102,852
6,847 17,136 6,474 1,342 97 602 419 731 7 893 665 35,213
2,170 8,672 4,428 678 267 893 423 666 239 162 18,598
3,031 2,774 7,375 1,017 1,612 1,550 401 2,023 5,591 145 345 25,864

104 4,788 2,607 307 67 250 445 24 10 2 8,604
20 492 20 6 5 543

849 8,143 6,757 452 1,125 1,159 1,291 1,910 ＊ ＊ ＊ 18,241
13,021 42,005 27,661 3,796 3,168 4,454 2,979 5,360 5,608 1,279 1,177 107,063
20,299 87,864 55,881 7,865 6,138 8,462 7,997 8,990 4,529 1,536 746 210,300

31.2 44.6 43.8 48.7 36.3 37.2 50.8 33.9 26.5 57.6 1.3 42.0

35.5 51.9 50.5 51.4 48.1 47.2 62.7 39.7 27.8 61.4 1.3 48.9

64.1 47.8 49.5 48.3 51.6 52.6 37.3 59.6 123.8 83.3 157.8 50.9

麦豆 69.2 61.4 39.4 53.2 11.5 33.6 28.3 26.1 0.1 88.5 70.3 50.3

飼料 23.3 6.6 26.7 26.8 50.9 34.8 13.5 37.7 99.7 11.3 29.3 24.2

そば 0.8 11.4 9.4 8.1 2.1 5.6 14.9 0.4 0.2 0.2 0.0 8.0

その他 6.5 19.4 24.4 11.9 35.5 26.0 43.3 35.6 17.0

　注１）「水田における作付け状況」より作成。水田本地面積は農林水産関係市町村別統計による。
　　２）その他は水田本地面積から主食用米と戦略作物等の面積の合計を引いたもので、主に野菜作付面積である。
　　３）主食米率などの比率は、分母を水田本地面積としている。畑作物率のうち数の比率は、分母が旗作物である。

そば

地区
町村数

主食 用米
加工 用米
新規 需要米
備蓄米
非主食 米計
水稲 面積
麦
大豆
飼料 作物

畑
作
物
率

　　４）日高、オホーツク、十勝ではその他がマイナスとなったため(＊）、比率の分母を「主食用米と戦略作物等
　　　の面積」とした。

なたね
その他
畑作物面積
水田本地面積

主食米率

水稲率

表3.1　水田における作付け状況（2021年）
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石狩川流域他は水田面積で全道の 81.7％、主
食用米で同 83.5％、稲作面積で同 82.7％を占
めており、畑作面積では同 80.8％を占めてい
る。水田が集中する地帯である。畑作物の全
道における作付け割合を見ても、麦が
90.3％、大豆が 85.8％を占めており、そば・
なたねも 90％台の比率となっている。ただ
し、飼料作物は 54.9％である。全道的な特徴
である麦・大豆中心の転作はこの地域の傾向
を反映しているのである。これに対して、道
南 は 水 田 面 積 で 同 18.3 ％、 主 食 米 で 同
15.5％、稲作面積で同 16.4％、畑作面積で同
20.1％となっている。道東はすべての指標が
1 〜 2％となっており、北海道における水田
としての位置づけは小さい。

道東の作付けの内容を見ると（前掲表3.1）、
北見市を除くオホーツク地域、十勝地域とも
に転作率が高く、麦・大豆率が 88.5％、
70.3％であって、畑作と連続した土地利用に
なっていると考えられる。

道南の５地域は主食用米率が 30％台であ
る。ただし、後志地域は蘭越町、共和町とい

う米産地の存在が大きく、主食用米率は
50.8％となっている。これに対し、日高地域
は主食用米率が 26.5％、畑作物率は 123.8％

（統計上の誤差）であり、そのうち軽種馬な
どの畜産と結合した飼料作物の割合が 99.7％
となっている。全体として、畑作物では飼料
作が多く、後志でそばの比率が高いのを除け
ば、最も飼料作が多い地帯となっている。

これに対し、石狩川流域他の地帯では、主
食用米率は石狩が 31.2％で低いのを除くと、
ほぼ全道平均の42.0％を超える40％台であり、
上川を除き麦・大豆率も全道平均の 50.3％を
超えている。飼料とそばについては地域差が
大きく、飼料では上川と留萌が20％台を示し、
そばでは空知と上川の比率が高くなってい
る。

（２）石狩川流域における水田利用の類型

そこで、石狩川流域およびその周辺地帯を
流域論的な区分に従って集計したものが、表

3.3 である。これを地理学的に示したのが図

　表3.2　水田土地利用の地域別構成（2021年）
単位：％

石狩 7.2 6.0 7.1 19.4 11.7 11.7 1.2 3.7 4.7 14.7 9.7
空知 44.3 44.5 44.5 48.7 46.6 10.7 55.6 90.6 44.6 47.3 41.8
上川 27.7 26.1 27.4 18.4 23.8 28.5 30.3 3.7 37.0 31.1 26.6
留萌 4.3 1.5 3.7 3.8 3.6 3.9 3.6 2.5 4.3 3.7

石狩川流域他 83.5 78.1 82.7 90.3 85.8 54.9 90.7 98.0 88.8 80.8 81.7
渡島 2.5 5.0 2.9 0.3 1.4 6.2 0.8 6.2 3.6 2.9
桧山 3.6 5.9 3.9 1.7 4.8 6.0 2.9 6.4 5.0 4.0
後志 4.6 6.6 4.9 1.2 2.3 1.6 5.2 7.1 3.4 3.8
胆振 3.4 3.6 3.5 2.1 3.6 7.8 0.3 1.1 10.5 6.0 4.3
日高 1.4 0.4 1.2 0.0 0.0 21.6 0.1 0.0 6.3 3.3
道南 15.5 21.5 16.4 5.3 12.1 43.2 9.3 1.1 30.1 20.1 18.3

オホーツク 1.0 0.4 0.9 2.5 1.3 0.6 1.4 1.1
十勝 0.0 0.0 1.9 0.9 1.3 0.9 1.3 0.6
道東 1.0 0.4 0.9 4.4 2.2 1.9 0.9 2.3 1.6
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

　注）資料は表3.1に同じ

合計地区
主食
用米

非主食
米計

稲作
面積 麦 大豆

飼料
作物

そば なたね その他
畑作
面積

表3.2　水田土地利用の地域別構成（2021年）
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3.1 である。賽の目ひとつが 500haとなって
おり、地域別の水田面積と各作物の作付面積
を図示している。この図表をもとに石狩川流
域とその周辺地域の水田の土地利用を以下で
見ていこう。

石狩川流域は、上川盆地の上流域（再生協
で 9）、支流の富良野盆地（同 5）、雨竜郡を
中心とする中流域（同 14）、南空知と石狩川
右岸の当別・新篠津・江別を加えた下流域

（同９）、および支流の夕張川流域（同３）の
５地域からなる。これに上川盆地の北の塩狩

峠以北（同 6）と留萌地区（同 7）、および下
流域の札幌近郊（同５）を加えて 8 地区に区
分できる（注４）。

まず、図 3.1 により石狩川流域の水田の分
布を見てみよう。河川の常道として下流域が
最も大きく５万５千ha、32.0％、続いて中流
域が３万９千ha、23.1％、そして上流域が
２万８千ha、16.4％である。富良野（８千
ha）は上流に含まれ、夕張川流域（８千ha）
は下流域にそれぞれ含まれる。この地図の中
でやや異質なのが塩狩以北の盆地列であり、

　表3.3　石狩川流域および周辺部での水田土地利用の比較（2021年）
単位：ha、％

留萌
塩狩
以北

富良野
石狩川
上流

石狩川
中流

石狩川
下流

夕張川
流域

札幌
近郊

合計

　注1）資料は表3.1に同じ。

そば

地域

協議会数
主食 用米
加工 用米
新規需要米
備蓄米

非主食 米計
稲作 面積

麦
大豆

飼料 作物

　　2）札幌近郊は水田本地面積が主食用米+戦略作物より小さくなっている。

なたね
その他

畑作 面積
水田本地面積

主食米率
水稲率
畑作率
麦豆 率
飼料 率
そば 率

その他率

表3.3　石狩川流域および周辺部での水田土地利用の比較（2021年）
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水系も天塩川と異なっている。塩狩以北の水
田面積は 2 万ha、11.5％を占めており、北限
稲作地帯を形成し、もち米団地が形成されて
いる（注５）。留萌（８千ha）は、石狩川上
流部と塩狩以北の中間的存在である。残りは
札幌近郊（６千ha）であるが、都市近郊的
な性格が強い。

水田土地利用のなかで大きな差が出るのが、
表 3.3 に見るように水稲（主食用米）比率で
ある。図 3.1 では水稲作付は緑色であらわし
ている。石狩川の流域区分では、上流域が
64.1％（56.2％）、中流域が 68.4％（61.8％）
であり、全国平均の 69.9％（58.3％）に引け
を取らない水準にある。これに対し、下流域
は 37.0％（29.0％）、北限地帯である塩狩以
北でも 39.2％（31.9％）を示していて、両地
区では水稲、主食用米ともに低い水準にある。
水稲作付の高い上中流域を挟んで下流域と北
限地帯で水稲作付が低くなっているのであ
る。主食用米面積は実数で、中流域 2 万 5 千
ha、上流域 1 万 6 千ha、下流域１万６千ha、
塩狩以北６千haとなるのである。

それに対応して、畑作物を見るとその比重
の高いのが石狩川下流域 62.8％であり、その
中でも麦豆率（麦・大豆の畑作物の中での割
合）が 73.4％と圧倒的である。麦と大豆の比
率は２：１である。それに高収益作物を含む

「その他」15.8％が加わっている。つまり、
下流域では畑作物の転作が固定されており、
麦大豆（麦２年＋大豆）に「その他」が加
わった４年輪作が形成されているのである。
したがって、この流域内で最も大きな面積 5
万５千haのうち、３万５千haを占める畑地
転作部分に水活対象水田であることの証明の

ために水張りを行うとすれば、大きな影響が
発生するということができる。これについて
は、事例にもとづいて〔５〕において詳しく
検討することにする。

水稲作付率の高い石狩川上流・中流域でも
畑作物の内容には大きな差がある。どちらも
畑作率は 35.9％と 31.1％で低いが、上流域で
は麦豆率が 29.8％で最も高く、続いて飼料率
27.5％、その他率 26.9％、そば率 15.8％となっ
ている。つまり、上流域では担い手農家では
水稲に麦豆が加わる経営を行っているが、近
隣に畜産農家が存在するために牧草需要があ
り、牧草転作が転作の大きな部門となってい
るのである。それに対し、中流域ではそば率
35.8％、麦豆率 35.5％、その他率 22.4％となっ
ている。ここでも、担い手農家は稲作を中心
に麦大豆の転作を田畑輪換のかたちで行って
いるが（注６）、その外部に自作地および借
地を有する比較的規模の大きいそば作付農家
が存在している。石狩川上流、中流域で共通
するのは、稲作に対する志向の高い担い手農
家の麦豆転作が平場地帯を中心に行われてい
るのに対し、酪農・畜産農家と結合した牧草
転作や比較的大規模で単作的なそば転作が条
件不利地域を中心に存在することである。こ
れら地域では、水活交付金の見直しの影響は
牧草・そば転作に集中して現れると考えられ
る。

塩狩以北の地域については、畑作率は
60.8％と石狩川下流域とならんで高いが、下
流域が水田地帯を形成しているのに対し、田
畑作地帯であるという相違がある。畑作の内
容を見ると小麦と大豆がともに３千ha、あ
わせて 49.8％であり、飼料作物が 28.2％、そ

59北海道における水田土地利用の地域差と水田活用直接支払交付金見直しの影響



の他が 13.6％を占めている。地域内で南北差
はあるものの、基本的には転作の畑作物は純
畑地での畑作物と連続的に作付けされており、
畑地転作での水張りの条件は整っていない。
賃貸借が増加を見せている中で、畑地化を進
めるかということが大きな課題になると思わ
れる。

このように、石狩川流域およびその周辺地
域の内部を観察してみると水田土地利用には
大きなバリエーションがあり、水活見直しへ

の対応差が予想されるのである。

注１）地域農業再生協議会「北海道の令和３年度における
作付け状況」（北海道農政事務所HP）と農林水産関係市
町村別統計（e-Stat）による。再生協はいわみざわ農協、
峰延農協、美唄市農協の３地区については農協単位となっ
ており、この地区については市町村別統計との突合せが
できないが、旧支庁や地帯別集計結果には問題がない。
注 2）耕地統計での水田本地面積は 21 万 6 千haから再生協
の作付け状況の計 19 万 2 千haを引いた差を「その他」2
万 4千haとした。
注３）「2022 年度北海道水田収益力ビジョン」による。この
作物ごとの作物予定面積に前年度実績が掲載されており、

塩狩以北 19,717ha

留萌 富良野
石狩川上流

石狩川中流

石狩川下流

夕張川流域

札幌近郊

図3.1　2021年の石狩川流域の水田利用（ 17万ha）

水稲 の面積は500ha
小麦
大豆
飼料作物
そば
その他（野菜など）
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合計すると 232,942haとなる。作物統計 210,300haとの差
は 22,642haであるが、すべての市町村の数字を集計する
ことは困難であるため、今回は作物統計を使用すること
にした。

注４）石狩川流域農業の展開については、坂下明彦「水田
型地帯―石狩川流域農業」岩崎・牛山編〔2006〕を参照
のこと。また、坂下〔2022〕は減反緩和期を挟んでの石
狩川流域における経営の集約化の逆転現象を歴史的に明
らかにしている。

注５）もち米団地については、〔4〕の（２）で触れることに
する。

注６）石狩川中流域での転作対応としての田畑輪換の取組
みについては矢崎〔1990〕を参照のこと。

４．周辺地域における水田土地利用と水活見

直しの影響

ここでは、北海道の水田が集中する石狩川
流域に対し、そのウェイトが低い道東地域と
道南地域について各地域の土地利用における
水田の位置づけとそれと関連する水田土地利
用の特徴を明らかにし、水活見直しに関する
独自の影響について考えてみる。

（１）十勝畑作地帯のケース－池田町

十勝地方は、畑作と酪農が営農類型の中心
であり、畑作４品（小麦、ビート、馬鈴しょ、
豆類）と飼料作（牧草、デントコーン）が圧
倒的である。したがって、水田面積は少なく、

稲作の作付けはほとんどないと言ってよい。
表4.1は十勝における水田の分布を示したが、
作物統計によると十勝の 254,590haのうち、
田耕地面積は 761ha、田本地面積は 746haに
過ぎず、0.3％の比率でしかない。水田があ
るのは、19 市町村中 4 町である。作物統計
では 746haであるが、地域農業再生協議会の
資料では 1,187haであり、急速な水田の縮小
によって水田面積自体の統計的把握が難しく
なっている実態を表わしている。主食用米の
作付は 10haに過ぎず、残りは 70％が麦大豆、
30％が飼料作物（牧草）となっている。

以下では、最も面積の大きい池田町（総耕
地面積 9,510ha）についてやや詳しく見てい
く。

１）池田町の水田の推移と土地利用
まず、最初に水田面積と水稲作付・転作の

動向を示したのが表 4.2 である。農業センサ
スによると水田面積は 1970 年には 1,700ha
であったが、1980 年代から減少を示し、途
中捕捉率が急速に下がるが、2005 年には
1,000haを示しており、ほぼ安定している。

水田農家は420戸から110戸にまで減少し、
一戸当たり面積は 4haから 9haにまで拡大し
ている。さらに借地面積率も近年 30％程度
を示している。転作率は 1975 年が 66％、90

表4.1　十勝における水田の分布と土地利用（2019年）　表4.1　十勝における水田の分布と土地利用（2019年）
単位：ha、％

音更町
本別町
幕別町
池田町
十勝計
　注1）「水田における作付状況」による。
　　2）田本地面積は農林水産関係市町村別統計による。

転作
面積

町村
主食
用米

小麦 大豆
飼料
作物

合計
田本地
面積

転作
率

麦豆
率

飼料
率
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年には 83％となり、2005 年からは 99％と全
面転作化している。転作については（表4.3）、
1980 年から 1990 年にかけては麦類（小麦）、

大豆、ビートがその割合を変化させながらも
中心となっていた。現段階においては、畑作
では小麦が多く、飼料作物の割合が増加を見

表4.2　池田町の水田の動向と水田土地利用　表4.2　池田町の水田の動向と水田土地利用

単位：戸、ha

水田 水稲 転作 借入地 水田 水稲 転作 借入地 転作率 １戸当り面積 借地割合

　注）農業センサスにより作成。

農家数 面積

表4.3　転作作物の構成　表4.3　転作作物の構成

単位：ha、戸

麦類 大豆 ビート 飼料 野菜類 その他 計 農家数

　注）農業センサスにより作成。

　表4.4　池田町における水田率30％以上の集落における規模・耕地・作物構成
単位：戸、ha、％

未満
10～ 20～ 30～ 50～

a以上
計

田の
ある

経営耕
地

田の面
積

田借地 水田率 転作
面積

麦類 いも類 豆類 ビート
作付面
積計

小計
町

注1）センサスおよび集落カードにより作成。
　2）総集落数（センサス集落）は43、30％以上は11。

集落
№

経営耕地面積規模別経営体数 耕地面積 作物構成

表4.4　池田町における水田率30％以上の集落における規模・耕地・作物構成
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せている（前掲表 4.1）。
町内の水田分布と水田土地利用の特徴を示

したものが、表 4.4 である。これはセンサス
の集落カードを使い、総センサス集落 43 の
うちから水田率 30％以上の集落（以下水田
集落と略する）11 を抽出して、町全体との
比較を行ったものである。これにより、間接
的に水田利用の特徴を示している。まず経営
規模では、水田集落の計では 30ha未満が 60
戸のうち 44 戸、73.3％を示すが、町全体で
は 240 戸に対し 124 戸、51.7％であり、水田
集落での規模が小さいことがわかる。一戸当
たり面積でも、水田集落が 21.5haであるの
に対し、町平均では 30.6haである。

作物構成を見ると、全町では馬鈴しょを欠
く３作の輪作であり、小麦が 25.8％、豆類が
18.5％、ビートが 12.8％となっている。これ
に対し水田集落では、小麦が 64.9％と圧倒的
であり、ビートが 19.5％、豆類が 10.3％となっ
ている。詳しく見ると、小麦＋豆類＋ビート
作付の集落は 2 集落、小麦＋ビート作付の集
落が 4 集落であり、残り 5 集落では小麦の連
作となっている。

このように水田集落では、相対的に一戸当
たりの経営面積規模が小さく、土地利用でも
輪作体系が確立していないことが明らかと
なった。

２）水活見直しの影響
農協からの聞き取りによると（注 1）、農

協管内の水田面積は池田土地改良区（事務局
は役場内）の灌漑面積が 949ha、個別水利権
によるものが 256haであり、合計 1,205haと
なっている。土地改良区の賦課金は 10a当り

3,500 円であり、用水の支派線は維持されて
おり、年二回の出役（草刈り、ごみ拾い）も
実施されている。水活交付金は 10a当り 3.5
万円であり、2021 年の総額はおよそ 4 億円
である。

水田の基盤整備は行われていないため、圃
場一枚の面積は 1aから 10aと極めて小さく、
畦畔撤去を行って利用されている。しかし、
水はけが悪く、馬鈴しょや長いもの作付けが
制限される状況にある。畑地帯総合整備事業
について 2017 年に全地区の調査が行われた
が、水田については除外されている。すでに
述べたように、町内では水田農家の経営規模
が小さく、土地利用上も問題があるのは以上
の理由からである。

土地利用と関連して、水田 1,200haのうち
センサスでは 290haが借地である。借地関係
は農地法３条の相対契約であり、不在地主化
も進展している。借地料は交付金に対応して
10a当り 35,000 円の水準となっており、地権
者が「作付指定」を行うケースもある。2022
年度から播種を行わない牧草地の交付金が
10,000 円（北海道の緩和措置として 5,000 円
がプラスされて 15,000 円）となり、借地料
水準を巡ってトラブルが発生している。現在
の水田価格は 30 〜 40 万円、畑地価格が 27
〜 28 万円であり、畑地の借地料が 8,000 〜
10.000 円であることから、水活見直しの焦点
となる畑地化を巡って借地料水準や売買へ移
行した場合の地価水準などで、大きな混乱が
予想されている。

（２）北見もち米・玉ねぎ作地帯のケース－

きたみらい農協
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１）北見地方の水田の分布と土地利用　
北見地方は十勝地方と並ぶ北海道の畑作中

核地帯であるが、河川沖積地から入植され、
旧薄荷や亜麻などの工芸作物が作付けされて
いた丘陵部も多く、戦後開拓による酪農地帯
も存在し、水田、畑地、草地が入り組んだ複
合経営地帯を構成している（注２）。そのな
かで水田は一定の比重を有していたが、玉ね
ぎ作の拡大とともにその面積を縮小してき
た。

オホーツク地方の耕地面積は 165,600haで
あるが、水田を有するのは 18 市町村のうち
7 市町村であり、水田耕地面積は 1,614ha、

本地面積は 1,543haである（作物統計）。
このうち、再生協のない２市町を除いた水

田活用交付金対象水田のうち主食用米と戦略
作物の作付面積を示したのが表 4.5 である。

北見市は旧北見市（北見、相内、上常呂）
と旧端野町を含み、これに訓子府町をあわせ
たのが対象とするきたみらい農協管内である

（ほかに畑地のみの留辺蘂、置戸町を含む）。
この数値は、主食用米と戦略作物のみの数字
であるが、その限りでは主食用米が 884ha、
合計で 2,222haであり、そのうちきたみらい
農協管内（北見・訓子府）がそれぞれ 76.8％
と 58.8％を占めている。作物統計による田本
地面積は 1,535haであり、捕捉率が低いこと

表4.5　オホーツクにおける水田の分布と土地利用
　表4.5　オホーツクにおける水田の分布と土地利用

単位：ha、％

北見市

訓子府町

大空町

美幌町

津別町

オホーツク計

　注1）「水田における作付け状況」による。

　  ２）田本地面積は農林水産関係市町村別統計による。

　  ３）網走市6ha、遠軽町2haは該当再生協がないので、除外した。

大豆
地域農業再
生協議会

主食
用米

非主食
米

水張
面積 麦

転作
率

麦豆
率

飼料
率

飼料
作物

転作
面積

合計
田本地
面積

主食用
米率

水稲率

表4.6　水田活用直接支払交付金の対象面積（2021年度）表4.6　水田活用直接支払交付金の対象面積（2021年度）
単位：ha

北見市 旧端野町 訓子府町 きたみらい

非主食 米
麦
大豆
飼料 作物
そば
地力増進作物
高収益作物
ビート
豆類
畑地化
合計
注）各地域農業再生協議会「水田収益力強化ビジョン」より作成。

（旧）市町
主食 用米

戦
略
作
物

そ
の
他
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がわかる。
そこで、再生協のビジョンから水活対象水

田全体の土地利用を示したのが表 4.6 であ
る。主食用米、戦略作物のほかに高収益作物

（主にたまねぎ）が 700ha、ビートと豆類が
180haあり、全体面積は 2,067haとなってい
る。ここからきたみらい農協管内では、同じ
畑作地帯とは言え十勝地方とは異なり、稲作
作付けが一定程度維持されており、畑転作で
は主産地となっているたまねぎの転作が多い
ことが特徴となっている。

２）水田・稲作面積の推移と全農もち米団
地の形成

そこでまず、この間の水稲面積の変化を見
てみよう。図 4.1 は農業センサスにより
1970 年から 2015 年までの水田面積と稲作・
転作面積を積み上げで示したのものである。

現在のきたみらい農協（2003 年に合併）
を構成する市町村の合計を見ると、水田は
1970 年には 5,309haであったが、1980 年に
は 4,800haにまで減少し、以降５年間で
500haづつの減少を続け、2015 年には 1,100ha
となっている。実際には 2,000haあまりであ
るから、農業センサスにおいても水田面積の

捕捉率は低いことがわかる。水稲作付面積は
1980 年で 3,300ha、1995 年までは 2,600haで
作 付 け を 維 持 し て い た が、2000 年 に は
2,000ha、2010 年 に は 1,000haを 割 っ て、
2015 年では 733haとなっている。

水稲が一定維持されているのは、全農のも
ち米団地に指定されたことが大きかった。も
ち米団地は 1980 年代に設立された。表 4.7

に示すように 1990 年と 2000 年には 10,000ha
を超えていたが、2000 年代に入って減少傾
向にあり、2010 年には 8,000ha、2020 年には
7,500haとなり、やや減少傾向にある。

2020 年時点でのもち米の分布は表 4.8 の
とおりで、稲作北限の上川が主産地であり
5,201haと圧倒的であるが、オホーツクも第

　注）農業センサスにより作成。端野、北見、相内、訓子府の計。
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図4.1　きたみらい農協管内の水田利用の変化

表4.7　もち米の作付面積の推移表4.7　もち米の作付面積の推移 　表　　北海道のもち米の地域別面積
単位：ha、％ 単位：ha

面積 指標
風の子 はくちょう きたゆき きたふく 計

空知
後志
渡島
上川
留萌

オホーツク

　注）米に関する資料』2021 全道
　注）『米に関する資料』R.11版

品種別

表4.8　北海道のもち米の地域別面積（2020年）　表4.8　北海道のもち米の地域別面積（2020年）
単位：ha

風の子 はくちょう きたゆき きたふく 計
空知
後志
渡島
上川
留萌

オホーツク

全道
　注）『米に関する資料』2021年

品種別
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二位の 893haとなっている。品種では従来の
「はくちょうもち」から「風の子もち」が首
位となっている。オホーツクは「きたゆきも
ち」品種のみの作付けとなっている。

農協別の生産と集荷量をホクレンの資料で
示したのが、表 4.9 である。作付面積は全集
連系の集荷面積を含まないので表 4.8 よりや
や少ないが、〔3〕で分析した細かい地域区分
に対応できる。北海道北部（道北なよろ、北
はるか、るもいの各農協管内）は表 3.3 の留
萌と塩狩以北に対応するが、もち米は同地域
の主食用米面積 10,117haの 40.4％に当たっ
ている。うるち米とは異なった方向で稲作を
維持しているのである。上川中部（上川中央、
ふらの、北ひびきの各農協）は富良野と石狩
川上流に対応するが、もち米は同地域の
18,159haの 7.0％にしか過ぎない。これに対
し、オホーツクはもち米がほぼ 100％であり、
北海道北部と並びもち米が高い比重を占めて
いる地帯と言える。

こうしたもち米生産はきたみらいもち米振
興会のもとで収穫体制が形成されている（注
３）。これは 1999 年に稼働した北見米麦セン
ターを中心とする収穫・搬入・乾燥調製過程
の組織化からなっており、団地面積は

667ha、101 戸からなっている。各旧農協単
位に４つのコンバイン組合が組織されており、
22 台のコンバインが班体制を組みながら収
穫・搬送を行い、北見の米麦センターと端野
の乾燥調製施設で乾燥調製を行う体制がとら
れている。北見地域で従来から行われてきた
集落単位での機械利用の体制がここでもみら
れる。

もち米の品種は、従来「はくちょうもち」
であったが、2012 年に「きたゆきもち」が
導入され、従来は 10 ａ単収 420kgであった
ものが、以降は 600kg水準を示すと言われて
いる。事実、前掲表 4.9 によれば、全道平均
の単収（調整米）は 386kgであるが、きたみ
らい農協の単収は 504kgとなっており、抜き
んでている。こうした農協の取組もまたもち
米団地としての存続を支えているのである。

稲作がもち米団地として維持される一方で、
水田から畑地への転換が急速に進展したのも
北見の特徴である。その背景には土地改良事
業の進展があった（注４）。土地改良の担い
手は土地改良区であるが、1985 年に北見と
相内の土地改良区が合併し、灌漑面積が
1,484haとなり、さらに 1989 年には北見市に
よる畑地灌漑事業区域（豊里ダム）の管理の

単位：ha、％、トン、kg

農協数 合計 主食用 加工用 比率 集荷量 単収

北海道北部

石狩川上流域

オホーツク

きたみらい

美幌

女満別

石狩川中流域

その他

合計
　注）ホクレン資料による。

表4.9　もち米団地別出荷契約面積
（ホクレン、2021年）

地域

表4.9　もち米団地別出荷契約面積（ホクレン、2021年）
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移譲を受け、2,760haの畑地を付け加えた。
この間、端野地区は 800haから 530haへ、上
常呂地区と野付牛地区は 800haと 250haから
合わせて 400haへ、相内地区は 700haから
400haへとなり、全体として 2,550haから
1,330haへと減少している。灌漑面積 1,484ha
のうち 1,300haが水田であり、賦課金を 10
ａ当り 3,900 円支払う（１種賦課金）。これ
に加え、2002 年には畑地化した場合でも用
水利用を行うために半額の 1,950 円を第二種
賦課金として支払う制度が実施され、現在
190haを占めている。土地改良区を脱退する
場合には 10a当たりの決済金 43,000 円を支
払うことになる。

畑地かんがい事業は、もともと北見市と端
野町の無加川および常呂川の左岸に位置する
5,130haの畑作地帯が 1970 年から国営畑地総
合土地改良パイロット事業により明渠排水と

農地造成を実施したものであるが、1978 年
にこの畑地かんがい事業が追加されて、1997
年に竣工したものである。また、1993 年か
ら一部の支線用水路や圃場内配管を道営畑地
帯総合土地改良事業で実施し、1999 年に完
成している。現在は表 4.10 に示したように、
訓子府、北見地区で合計 2,000haにのぼる畑
地灌漑事業が実施されており、さらに受益面
積 2,000haにのぼる畑総事業が９地区取り組
まれ、区画整理や暗渠排水、客土などが実施
されている。畑作の土地改良事業の申請のた
めには、水田の畑地化が必要であることから
畑地への転換が進んだのである。こうした基
盤整備事業と畑地かんがいの実施が土地改良
区からの脱退を抑えたといえよう。

３）水稲作付農家の土地利用
つぎに、水稲作付農家の資料により、その

　　表4.10　きたみらい農協管内の畑地改良事業の導入（2022年現在実施工事）

単位：ha

開始年 終了年 かんがい 区画整理 暗渠排水 客土 農地造成

訓子府 訓子府中央１期

訓子府 訓子府中央２期

北見 北見北２

北見 北見豊郷２

北見 常呂福山

訓子府 訓子府川南

北見 るべしべ

訓子府 訓子府北東

北見 常呂第３土佐

北見 常呂第２岐阜

北見 端野協和川向

北見 川向協和

　注１）『2022年度北海道オホーツク総合振興局管内農業農村星美事業等の概要』により作成。

　　２）2022年度中に事業実施している地区を表示。

　　３）事業のうち、水路については表記していない。＊は整地、安協、心破、客土、土改を含む。

事業内容（水路を除く）

畑地かんがい
事業

畑地体総合
整備事業

市町村 地区名 受益面積
工期

表4.10　きたみらい農協管内の畑地改良事業の導入（2022年現在実施工事）
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土地利用の性格を明らかにしていこう。取得
した資料は稲作作付農家の土地利用の一覧で
あり、全面転作農家を含まないこと、稲作作
付農家の有する畑地での作付面積も含む点に
注意する必要がある。

まず、農協管内の地区別（旧農協）に水田
の土地利用を示したのが、表 4.11 である。

水稲を作付けている農家数は 103 戸で経営
主の平均年齢は 50 歳から 60 歳までばらつき
があるが、平均で 54.6 歳であり、他地域と
比較して高齢化は低い水準にある。ただし、
100 戸のうち後継者は 19 人であるから、そ
れは限定的である。

水田土地利用における水稲の比率は平均で

29.4％であるが、地域別には 16％から 37％
とやや開きがある。しかし、玉ねぎに関して
は平均で 21.4％であり、最低が 19％，最高
が 24％と開きはない。畑作４品の割合は北
見が 62％と高いのを除くと平均値の 43.9％
に近い。品目別では小麦が 19.1％、ビートが
10.9％と高いが、豆類と馬鈴しょには地域性
があり、全体としては割合が小さいと言える。
表出していないが、そばは 33ha、野菜が
49ha、飼料作物は 45haで割合は小さい。

つぎに、経営面積規模の特徴を表 4.12 か
らみてみよう。

経営規模は 2haから 56haに分布しており、
近年設立された法人が 166haである。面積階

 

表4.11　きたみらい農協における水稲作付農家の土地利用

 

表4.12　稲作作付農家の経営規模別の土地利用の特徴
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層別の特徴を見ると、まず 10ha未満の 20 戸
は経営主年齢が平均より高く、後継者も不在
である。33 歳と 50 歳前半が３名いるが、60
歳以上が８名、70 歳以上が３名である。作
付けをみると、水稲比率が５ha未満で
90.0％、10ha未満で 71.5％となっており、稲
作に特化した経営となっている。

10ha以上、30ha未満の４階層は、57 戸の
うち後継者は９名であるが、40 歳台が 13 名、
30 歳台が８名、後継者が 30 歳台８名、20 歳
台２名となっており、31 名が 40 歳台以下と
なっている。水田率は 42.4％から 22.9％へと
上層ほど低くなっており、それに対応して玉
ねぎの比率が 23 〜 36％となっている。畑作
４品については、全体平均に近いかやや下
回っている。稲作を残しながらも、玉ねぎに
比重をおいた経営であると言える。

30ha以上の３つの階層は、法人を除き 26
戸であるが、経営主は 40 歳台が７名、30 歳
台が４名、後継者は 30 歳台が７名、20 歳台
が３名であり、40 歳台以下が 21 名で割合が
高い。作付けは水稲の比率が 19 〜 29％で平
均より少なく、玉ねぎの割合も 11 〜 20％と

平均を下回っている。その分、規模が大きく
なるにつれて畑作４品の割合が高くなってい
る。水稲＋玉ねぎ＋一般畑作の経営形態であ
ると考えられる。

以上のように、階層によって水稲、たまね
ぎ、一般畑作の割合が異なっていることが明
らかになった。

ではつぎに、水稲作付農家の経営規模の関
係を示したのが図 4.2 である。X軸に耕地面
積を、Y軸に水稲作付面積を示しているが、
45度線で示す水稲単作経営が10ha未満層（6
戸）を中心にして 35haにまで 10 戸存在す
る。耕地面積が 10haから 40haの農家では水
稲作付面積は 10ha未満に主に分布している。

水稲作付面積を小規模農家の順に積み上げ
で示したのが、図 4.3 である。積み上げ曲線
は 80 番目の農家までは直線を示すが、88 番
目からは一戸当たり面積が 10haを超え、最
大で 35haを示している。このように、１戸
当り水稲作付面積も増加を示しており、もち
米産地としての担い手は確保されていると言
えよう。

つぎに、水稲作付農家のうち、玉ねぎを作

図4.2　水稲作付農家の耕地規模と水稲面積　（2021年）

注）きたみらい農協資料により作成。大規模法人を除く。
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付けしている農家についてみておこう。
166haの法人経営（水稲面積は 22.9ha	 )を除
く 103 戸のうち、玉ねぎ作付けがある農家は
49 戸であり、およそ半数である。たまねぎ
の総作付け面積は 508.7haで、最少は２haで、
最大が 20.9ha、平均は 10.4haである。水稲
とたまねぎを作付けする農家の面積を集計す
ると 1,232.3haであり、全体面積 2,378.7haの

51.7％を占める。両者の作付農家のうち、水
稲 は 284.4haで 23.1 ％、 玉 ね ぎ 508.7haで
41.3％、あわせて64.4％をしめる。したがって、
これらの農家はもち米と玉ねぎを基幹として
経営を存続していくと思われる。その割合を
しめしたのが、図 4.4 である。線は引いてい
ないが、分布は〔（水稲＋玉ねぎ）／耕地面積〕
が 100％の線から 50％の線内に収まっている

図4.3　水稲面積の累積図（2021年）

注１）きたみらい農協資料により作成。

　２）小規模作付農家からの積み上げである。大規模法人を除く。
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図4.4　水稲＋玉ねぎ農家の分布

注）農協資料により作成。
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おり、水稲＋玉ねぎが経営の基幹であること
がわかる。

それでは、残りの農家、すなわち玉ねぎを
作付けしない農家はどのような性格を有して
いるのであろうか。

表 4.13 はそれを面積規模別に整理したも
のである。表 4.12 から玉ねぎを作付けして
いない農家を取り出したものである。10ha
未満層はほほすべてが玉ねぎを作付けしてい
ない農家であり高齢化が進んでいる。離農す
る可能性があり、水田としての農地移動がス
ムーズに行われるかどうかが課題である。図
4.3 で見たように水稲作の規模拡大は進んで
いるようであり、所有権移動あるいは賃貸借
による移動が行われると考えられる。水稲作
に関しては、水活の見直しが借地料や地価に
直接影響を与えることはないように思われる。
10 〜 30haまでの４階層については、先に見
たように玉ねぎ農家の存在が大きく、特に
25 〜 30ha層では 14 戸のうち 13 戸が玉ねぎ
農家であった。この規模階層では畑作４品で
の輪作が必ずしも確立しているわけではなく、
稲作を基幹としながら一般畑作での収益向上

を図っていくことになる。経営における水田
面積の割合はわからないが、畑地化によって
収益の低下は逃れられないと考えられる。
30ha以上層については、戸数も少なく経営
の特徴を捉えることは難しいが、大規模ほど
水田面積の経営に占める割合は大きいと思わ
れるため、畑地化の影響は 30ha未満層より
は小さいと考えられる。

以上のように水稲作付農家の分析からは、
10ha未満の農家はもち米生産に特化してお
り今回の見直しの影響は少ないが、高齢化が
進行しているためにも米作付け水田の継承が
問題となると考えられる。10haから 30haま
での中堅層は担い手も形成されており、玉ね
ぎの作付割合も高く、収益が高いため畑地化
による経営的な負担は大きくないと言える。
また、30ha以上層に関してもち米比率や玉
ねぎ作付比率は小さく、一般畑作の割合が高
くなっているが、見直しによる影響を吸収し
うる経営体制が形成されていると言える。も
ちろん、もち米＋一般畑作の経営形態の農家
には畑地化に伴う影響は当然あるが、全体と
してはその影響は少ないと結論付けることが

表4.13　稲作作付農家で玉ねぎを作付けしない農家の性格　表4.13　稲作作付農家で玉ねぎを作付けしない農家の性格

単位：戸、歳、ha、％

耕地計 水稲 小麦 豆類 甜菜 馬鈴しょ 水稲 小麦 豆類 甜菜 馬鈴しょ

～５ha

５～10ha

10～15ha

15～20ha 9(２)

20～25ha

25～30ha

30～35ha 7(２)

35～40ha

40ha～

法人

合計

　注）農協資料により作成。

面積規模
作付面積 作付比率農家

戸数
平均
年齢
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できる。

（３）北海道南部地帯の事例－せたな町　

ここでの道南地域の範囲は旧支庁別では渡
島・檜山（道南Ⅰ）と胆振・日高（道南Ⅱ）
の二つの地域ととらえる。これら地域では、
水田・畑作・酪農・野菜などの複合的農業経
営が展開してきた（注５）。

道南は、かつては「巴まさり」（北海道で
唯一２類）の産地として北海道産米での独自
の位置づけを与えられたが、きらら 397、な
なつぼし、ゆめぴりか等が主流となっており、
その位置づけは低下している。また、労働力
不足が深刻化し、従来の複合経営のスタイル
であった水稲＋αから複合部門の一つを専門
化した経営形態へと変化している。以下では、
道南のなかでも水田複合がみられる檜山地方
とせたな町を対象にして水田土地利用の特徴
と水活見直しの影響をみていく（注６）。

１）檜山地方の水田の分布と土地利用　
檜山地方は複合部門の専門化が進んでいる

が、依然として水田を農業経営の中心とした
水田複合経営が基幹となっている。

表 4.14 は、檜山地方における水田の分布
を示したものであるが、2021 年の作物統計
によると檜山の耕地面積 18,900haのうち田
耕地面積は9,000haと全体の47.6％を占める。
水田は、地域差はあるものの檜山地方の全て
の市町村で作付されている。作物統計では、
9,000haであるが、地域農業再生協議会の資
料では 7,303haとなっており、両者で差がみ
られる。主食用米の作付は 3,144ha、43.1%
を占め、残りは麦大豆が 45.4％、飼料作物が
47.0％、そばが 7.6％となっている。注目さ
れるのは水稲率の高さである。檜山地方は
54.9％であり、オホーツク地方の 42.4%や十
勝地方の 0.3％と比較して高い割合となって
いる。複合部門の専門化が進展しつつも稲作
率を維持しているといえる。さらに、飼料作
物の割合が高いことも特徴である。酪農・畜
産における牧草転作の利用が高いわけであ
る。

表 4.15 は、地域農業再生協議会の水田収
益強化ビジョンから水田活用直接支払交付金
の対象水田全体の土地利用を示したものであ
る。主食用米が 3,169ha、戦略作物が 4,144ha
のほかに、高収益作物 809haなどがあり、全
体面積は 8,370haである。戦略作物では、飼

表4.14　檜山における水田の分布と土地利用    表4.14　桧山における水田の分布と土地利用

地域農業再
生協議会

主食
用米

非主食
用米

水稲
面積

麦 大豆
飼料
作物

そば
転作
面積

合計
主食用
米率

水稲率 転作率 麦豆率 そば率 飼料率

江差町 228 47 275 41 59 215 7 322 597 38.2 46.1 53.9 31.1 2.2 86.9

上ノ国町 199 36 235 95 81 48 9 233 468 42.5 50.2 49.8 75.5 3.9 20.6

厚沢部町 365 148 513 308 255 370 27 960 1,473 24.8 34.8 65.2 58.6 2.8 38.5

乙部町 60 20 80 3 19 72 2 96 176 34.1 45.5 54.5 22.9 16.8 75

奥尻町 33 4 37 0 0 19 0 19 56 58.9 66.1 33.9 0.0 0.0 100.0

せたな町 1,064 394 1,470 38 290 363 140 831 2,301 46.2 63.9 36.1 39.5 16.8 43.7

今金町 1,195 203 1,398 117 189 463 65 834 2,232 53.5 62.6 37.4 36.7 7.8 55.5

檜山計 3,144 852 4,008 602 893 1,550 250 3,295 7303 43.1 54.9 45.1 45.4 7.6 47.0

単位：ha、％

 注）「水田における作付け状況」より作成。

72



料作物が 1,551haと最も多いが、大豆 876ha、
非主食用米 862ha、麦 602haなどばらつきが
あり、複数品目への転作がみられる。檜山地
域は水田を維持しながら、飼料作物や高収益

作物（ばれいしょやアスパラガス等）への転
作が進んでいることがわかる。

表4.15　水活交付金の対象面積（2021年度）　表4.15　水活交付金の対象面積（2021年度）
単位：ha

江差 上ノ国 厚沢部 乙部 奥尻 せたな 今金 合計

非主食米
麦
大豆
飼料作物
そば
なたね

小計
地力増進作物

高収益作物

その他
小計

　注）各地域農業再生協議会「水田収益強化ビジョン」より作成。

町　　村
主食用米

戦
略
作
物

そ
の
他

合計

表4.16　せたな町の階層別の水田土地利用（2022年）　　表4.16　せたな町の階層別の水田土地利用（2022年）
単位：ha、％

経営規模別
階層

戸数
主食用

米
非主食
用米

水稲
面積

小麦 大豆
飼料
作物

そば
高収益
作物

その他計 合計

～3ha

3～5ha

5～7.5ha

7.5～10ha

10～15ha

15～20ha

20～30ha

30～40ha

40～50ha

50ha～

合計

～3ha

3～5ha

5～7.5ha

7.5～10ha

10～15ha

15～20ha

20～30ha

30～40ha

40～50ha

50ha～

合計

　注）せたな町役場資料により作成。
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２）せたな町における水田土地利用の特徴
表 4.16 は、町の資料により、水田の土地

利用の面積規模別の特徴を示したものであ
る。まず、全体の水田土地利用についてみて
みると、主食用米が 957.2ha、非主食用米が
474.9haであり、それぞれ総面積 2,770haの
34.5％と 17.1％で、水稲面積は 1,432.1haとな
り、51.7％を占めている。戦略作目の畑作物
は大豆が 458.2ha、16.5％で最も多いが、小
麦は 82.5ha、3.0％と少ないのが特徴であり、
粗放的な飼料作物とそばが 354.4ha、12.8％
と 269.8ha、9.7％であり、麦大豆が主流の北
海道平均とは大きく異なっている。高収益作
物は 64.3ha、2.3％であるが、ほとんどが野
菜である。20 品目におよび、馬鈴しょが
28.9ha、たまねぎ（種子用）が 5.8haであり、
それ以外ではブロッコリーが 6ha、かぼちゃ
が 4ha、ほうれん草が 3.6haである。限定的
な動きである。

水田経営の階層別の特徴をみると、道南地

域に位置しており経営規模が小さく、５ha
未満で 32.3％、7.5ha未満で 52.1％を占める。
ただし、面積シェアでは 7.5ha未満で 19.3％
に過ぎない。近年の規模拡大の結果である。
ちなみに１戸当り平均面積は 10.8haである。
この階層別に土地利用を見るとかなりはっき
りした傾向が現れている。まず、水稲面積を
みると、5haから 30ha層の水稲率は 50 〜
60％を占め、主食用米のみならず非主食用米
の比率も高い。それに対し、7.5ha未満の３
階層では飼料作物の割合が高くなっており、
飼料作面積の 51.3％を占めている。また、水
稲面積割合の高い 5haから 30ha層のうち 10
〜 30ha層でそばの作付け割合が高くなって
いる。30ha以上層の 16 戸は水稲面積が平均
よりやや低く、大豆に特化した畑作転作の傾
向が顕著である。

３）せたな町における水活見直しの影響
以下では、水活交付金見直しで最も影響が

図4.5　そば作付農家の経営面積とそば作付面積

　注）せたな町資料により作成。
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あると考えられる飼料作物とそばについてや
や詳しく見ておこう。

図 4.5 はそば作付農家 48 戸の経営面積と
そば作付面積の相関を示したものである。45
度線に沿う 90％以上のそば全面転作農家が
12戸ある。10ha台が６戸、20ha台が２戸あり、
全面転作農家が６戸である。ほかは５〜
20ha規模層に集中しており、作付けは５ha
未満である。全面転作農家については、水活
交付金が失われると廃業の恐れがある。

飼料作付農家 102 戸の経営面積と飼料作付
面積の相関をとったのが、図 4.6 である。ま
ず、45	度線上の全面飼料作付農家が 10ha規
模までに 56 戸、およそ半分あり、これらの
多くは飼料販売農家であると考えられる。
15haから 20haの４戸（うち１戸は法人）は
酪農経営３戸と肉牛経営１戸であり、部分的
に水田で飼料作物を生産している形態であ

る。すでに、2022 年度から交付金が減額さ
れているが、現在の借地料水準と連動する畑
地化に伴う売買地価の動向などが注目され
る。

そばに関しては、喫緊の課題として全面転
作農家 6 戸への対応がある。この経営が廃業
となった際に、周辺農家や地域全体として農
地をどう守っていくのか、誰が農地を引き受
けるのかといった地域課題が大きい。

飼料作物については、農地の取引を貸借か
ら売買へシフトしていくことが予想される。
現状の規模拡大は借地によるものであったが、
水活交付金が失われれば、借地では経営が厳
しくなることが考えられ、売買に切り替えら
れるであろう。その際の農地価格をどのよう
に設定するのかが課題である。

注１）2022 年 10 月 13 日の十勝池田農協への聞き取り調査
による。

　注）せたな町資料により作成。
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図4.6　飼料作物作付農家の経営面積と作付面積
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注２）坂下明彦「地帯構成とその形成要因」岩崎・牛山編
〔2006〕の「網走地域におけるMTS構造」pp.59-62を参照。
注３）2022 年 11 月 28 日のきたみらい農協への聞き取り調
査による。

注４）2022 年 11 月 28 日の北見土地改良区での聞き取りに
よる。

注５）正木卓「道南地域における新たな担い手としての農
業生産法人の役割と課題」谷本ほか編〔2020〕を参照。

注６）2023 年１月９～ 10 日のせたな町役場などでの聞き取
りによる。

５．石狩川下流域の水田土地利用の実態と見

直しの影響

〔3〕においては、石狩川流域とその水田土
地利用を分析したが、そのなかで今回の水活
交付金の見直しの影響を最も強く受けるのが
石狩川下流域であることを示した。５年以内
の水張りという交付対象水田の条件がどのよ
うに決着するか見通せないが、仮に１か月の
湛水という条件となったとしても影響は避け
られないであろう。

そこで、この地帯の典型的な法人経営であ
るH法人について、水田の土地利用の現状と
水活直接支払交付金の位置づけ、見直しの影
響について具体的に明らかにしたい。

（１）H 法人の概要と稲作と畑作部門の特徴

有限会社Hは、2004 年に設立された農業
生産法人（農地所有適格法人）である。役員
従業員は、役員が 2 名、同家族が 4 名、純粋
従業員が 7 名で、合計 13 名からなっている。
耕地面積は 130.	8haであり、畑 5.2haを除く
125.6haが水田である（表 5.1）。水田のうち、
稲作は 52.2haであり、41.6％にとどまってお
り、 転 作 73.3haの う ち 秋 小 麦 38.8ha、

52.9％、大豆 15.7ha、21.5％、ビート 7.9ha、
10.7％の畑作３品が 85.1％であり、残りが長
ネギ、スイートコン、行者ニンニク、山わさ
びと「かのこ草」（漢方）など露地野菜など
が 941a、12.8％を占めている。水稲の育苗ハ
ウスが 165aあり、ここではスイカ、ミニト
マト、青ネギ、ショウガなどのハウス野菜
26aが作付けされている。このほかに、冬期
の就業確保のためにしいたけの菌床栽培もお
こなわれている（売り上げで 1,200 万円程
度）。売り上げは 1 億 6,000 万円で、交付金
などを加えた総収入は 2 億 7,000 万円規模で
ある。

図 5.1 には圃場の分布を示しているが、左
下が粘土地で稲作作付けが多く、右上が高位
泥炭地であり転作（畑作）田が多い。稲作圃

　表5.1　作物の栽培面積（2021年）
単位：ａ、％

水田 畑地 合計
水稲
秋小麦
大豆
ビート
長ネギ

スイートコン

行者ニンニク

山わさび
地力 128＊
スイカ 11＊

ミニトマト 4＊
青ネギ 7＊
ショウガ 4＊
かのこ草
転作面積
合　計

　注１）法人資料による。
　　２）育苗ハウス＊は165ａ。

　表5.1　作物の栽培面積（2021年）
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場は固定されており 12 団地に区分できるが、
基本的には１戸分（５ha）を単位に作付け
がなされている。この地区は国営緊急農地再
編整備事業により 2000 年から 08 年にかけて
水田整備が行われたところであり（受益面積
757ha、うち水田 714ha）、区画整理は 2.2ha、
261m× 85mで行われ、コップスによる地下
灌漑が行われている。

実際の圃場枚数は 62 であり、平均で 84a
となっているが（表 5.2）、50a、80a、100a
などに分かれており、100a基準のところが
半数を上回っている。

　表5.2　稲作作付け動向
単位：ａ

団地 圃場
枚数 面積 平均

面積 品種
えみまる
ゆめぴりか
きらら
そらゆたか
ななつぼし
疎植そらゆき
ゆめぴりか
ななつぼし
ゆめぴりか
ななつぼし
ななつぼし
ゆめぴりか

合計

表5.2　稲作作付け動向

図5.1 圃場の分布
注１）右側にやや離れた5ha程度の圃場は省略。
２）緑色が稲作作付け圃場。

図5.1 圃場の分布
注１）右側にやや離れた5ha程度の圃場は省略。
２）緑色が稲作作付け圃場。

図5.1　圃場の分布
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品種別には、ななつぼし 32.5％とゆめぴり
か 34.2％が同程度で、全体の 66.7％を占めて
おり、両者は北海道独自のYES!	clean表示
制度の指定を受けている（表 5.3）。これに
慣行栽培のきらら 6.2haを加えると、全体の
78.6％を占める。このほかに疎植栽培のそら
ゆき 4.0ha、直播のえみまる 3.6ha、飼料米の
そらゆたか 3.6haの構成となっている。

これに対し、転作の畑作圃場は図 5.1 の右
上部分の高位泥炭地区に集中している。表

5.4 は圃場別の作付履歴を 2015 年から 2022
年について示したものである。これには育苗
ハウス分 165aは含まれていない。この 8 年
間で転作圃場数は 2015 年の 38 圃場、平均
178aから 2022 年の 32 圃場、平均 220aへと

変化している。面積は購入により 289a増加
しているが、圃場数は増加し、１圃場の平均
面積は増加しているのである。つまり、この
間も畦畔撤去により転作田の作業効率化が図
られてきたのである。

転作面積は、2019 年の農地購入によって
6.6ha増加している。転作の内容は冒頭で述
べた通りであり、極端な変化はない。小麦は
2016-18 年は 60％台であったが、それ以外も
50％を超えており、4 年輪作で小麦 2 年連作
の形態では収まらず、5 年輪作で小麦３連作
が含まれることになる。大豆は 2018 年まで
は 10％程度であったが、2019 年から増加し
て 20％台となっており、４年ないし 5 年輪
作の第２の作物となっている。ビートも
10％以上をキープしていて、第３の作物であ
り、これに第４の作物である長ネギとスイー
トコン（SC）が続いている。

各圃場別の履歴を示したのが表 5.5 であ
る。やや煩雑であるが、ビート－大豆－秋小
麦－秋小麦というのが基本となっている。た
だし、秋小麦の連作年数が長期化する傾向に
あり、観察期間８年のうち秋小麦作付 4 回

（作付け率 50％）が基本であるが、圃場数 32

　表5.4　転作物の輪作体系
単位：ａ、％

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
小麦 3,529 4,043 4,279 4,055 3,571 3,810 3,876 4,325
大豆 901 906 873 815 1,813 1,553 1,573 1,569
ビート 818 594 726 709 645 680 788 709
長ネギ 353 266 266 388 368 368 366 266
ｽｲｰﾄｺﾝ 700 492 53 262 486 503 434 481

転作面積 6,365 6,447 6,447 6,365 7,018 7,018 7,332 7,438
小麦 55.4 62.7 66.4 63.7 50.9 54.3 52.9 58.1
大豆 14.2 14.1 13.5 12.8 25.8 22.1 21.5 21.1
ビート 12.9 9.2 11.3 11.1 9.2 9.7 10.7 9.5
長ネギ 5.5 4.1 4.1 6.1 5.2 5.2 5.0 3.6
ｽｲｰﾄｺﾝ 11.0 7.6 0.8 4.1 6.9 7.2 5.9 6.5

転作面積 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
　注）法人資料による。

表5.4　転作物の輪作体系

　表5.3　稲作の品種と面積
単位：ａ
備考

きらら
ななつぼし yesクリーン
ゆめぴりか yesクリーン
疎植そらゆき
飼料そらゆたか  飼料用
直播えみまる
作付合計
　注）法人資料による。

表5.3　稲作の品種と面積
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のうち 5 回（作付け率 63％）が 9 圃場、6 回
（同 75％）が 3 圃場、7 回（同 88％）が３圃
場となっている。平均を超えるのが合計で
15 圃場であり、およそ半数を数えている。

聞き取りによると、秋小麦の連作による病害
発生や収量低下は見られないということであ
り、表 5.5 の下欄に示した畑地 4.8haにおい
ては 8 年間を通じてほぼ秋小麦の連作となっ

　表5.5　転作田の作付け履歴
単位：ａ

H27 28 29 30 R1 2 3 4

圃場
番号 面積

圃場
番号 面積 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

5 97 秋小麦 ビート
6 93 秋小麦 ビート
7 93 秋小麦 ビート

11 53 11 53 SC 秋小麦 SC 秋小麦 秋小麦 秋小麦 かのこ草 SC 55 62.5
41 241 41 241 ビート 大豆 秋小麦 秋小麦 SC ビート 大豆 秋小麦 3 37.5
43 306 43 306 大豆 秋小麦 秋小麦 秋小麦 2 25.0
42 189 44 189 ビート 大豆 秋小麦 秋小麦 ビート 大豆 秋小麦 秋小麦 4 50.0
44 215 46 215 ビート SC 秋小麦 秋小麦 大豆 秋小麦 秋小麦 秋小麦 55 62.5

60 173 ビート 大豆 秋小麦 秋小麦 3 37.5
62 170 長ネギ 秋小麦 秋小麦 SC 3 37.5
64 100 長ネギ 長ネギ 55 62.5
68 71 スイカ SC 55 62.5

65 268 65 268 秋小麦 秋小麦 大豆 秋小麦 長ネギ 長ネギ ビート 大豆 3 37.5
66 183 66 82 スイカ 秋小麦 秋小麦 大豆 秋小麦 SC 3 37.5
67 156 67 156 秋小麦 ビート 春小麦 秋小麦 秋小麦 ビート SC 大豆 3 37.5
70 72 70 72 秋小麦 長ネギ 長ネギ スイカ 秋小麦 秋小麦 長ネギ 長ネギ 3 37.5
71 24 山わさび 0
72 92 72 92 秋小麦 長ネギ 長ネギ SC 秋小麦 秋小麦 長ネギ 長ネギ 3 37.5
73 183 73 183 長ネギ 春小麦 秋小麦 大豆 秋小麦 大豆 秋小麦 秋小麦 4 50.0

74 186 SC 秋小麦 スイカ 大豆 1 12.5
77 102 77 102 SC 長ネギ 長ネギ 大豆 秋小麦 秋小麦 長ネギ 長ネギ 2 25.0
78 155 78 155 秋小麦 ビート 春小麦 秋小麦 秋小麦 SC ビート 大豆 3 37.5
101 40 101 40 SC 秋小麦 秋小麦 秋小麦 SC かのこ草 大豆 SC 3 37.5
122 267 122 267 大豆 秋小麦 秋小麦 ビート 大豆 秋小麦 SC ビート 3 37.5
125 178 125 178 大豆 秋小麦 秋小麦 ビート 大豆 秋小麦 秋小麦 ビート 4 50.0

126 114 SC 秋小麦 4 50.0
127 150 秋小麦 秋小麦 55 62.5

129 64 129 64 行者ニンニク 行者ニンニク 行者ニンニク 行者ニンニク 行者ニンニク 行者ニンニク 行者ニンニク 行者ニンニク 0
136 303 136 303 秋小麦 大豆 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 大豆 66 75.0
137 337 137 337 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 大豆 秋小麦 秋小麦 77 87.5
138 344 138 344 秋小麦 秋小麦 ビート 大豆 秋小麦 秋小麦 秋小麦 大豆 55 62.5
139 382 139 382 秋小麦 秋小麦 ビート 春小麦 秋小麦 秋小麦 大豆 秋小麦 55 62.5
140 350 秋小麦 秋小麦 大豆 秋小麦 3 37.5
159 151 159 151 秋小麦 秋小麦 大豆 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 77 87.5
161 456 161 456 大豆 秋小麦 秋小麦 秋小麦 ビート 大豆 秋小麦 秋小麦 55 62.5
182 277 182 277 秋小麦 SC 秋小麦 秋小麦 秋小麦 SC 大豆 秋小麦 55 62.5

195 93 秋小麦 秋小麦 66 75.0
196 147 秋小麦 秋小麦 66 75.0
197 148 秋小麦 秋小麦 秋小麦 77 87.5

198 205 198 205 SC 秋小麦 秋小麦 秋小麦 SC 大豆 秋小麦 SC 3 37.5
7,042 6,753

圃場数 32 38
平均面積 220 178
畑１ 223 畑１ 223 秋小麦 秋小麦 SC 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 77 87.5
畑２ 180 畑２ 180 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 88 100.0
畑３ 74 畑３ 74 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 秋小麦 88 100.0

　注1）法人資料による。

　２）ここには入れていないが、2022年の水活見直しにより稲作団地No.7（50-53）396aに小麦が
　　作付けされている。

秋小麦 秋小麦

4 50.0

ビート

64 171 秋小麦 秋小麦 大豆 秋小麦

秋小麦 ビート 大豆 秋小麦

秋小麦の作
付回数

179 388 秋小麦 長ネギ
大豆

秋小麦

秋小麦 秋小麦

126 264 秋小麦 ビート 大豆 秋小麦 秋小麦

大豆

秋小麦

60 343 大豆 秋小麦 ビート

2022年 2015年

5 283 大豆

表5.5　転作田の作付け履歴
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ている。スイートコンについては、ホワイト
コーンで直売を行っている戦略品目であるが、
小麦跡が多いが、ビートや長ネギの跡なども
ある。長ねぎについては 2 年連作であるが、
圃場 60-77 に集中しており、70，72，77 番圃
場のように３年開けて 2 連作を 2 回行ってい
る圃場もある。これは集荷場との距離と関連
していると考えられる。

以上のように秋小麦の連作が可能になった
という技術的進歩も要因となり、基本的には
基幹の５品目による固定化転作田における輪

作体系が形成されており、土地利用上の技術
的問題は発生していない。

この間の畑作３品の単収の動きを示したの
が、表 5.6 である。秋小麦については、2018
年を除き 600kg台であり、近年では 700kg台
の年もある。大豆についても、やはり 2018
年を除くと 320kgから 420kg（5.3 俵から 7
俵）の間にあり、高位安定している。最後に
甜菜についてみると、6 トンレベルから直近
では 8 トンに達する年もあり、増収傾向にあ
ると言ってよい。

そこで、秋小麦について他地域との比較を
行ったのが、図 5.2 である。空知管内は北海
道平均を下回るが、この法人が立地するH町
は北海道平均を上回っている。畑作の中心地
である十勝は最も単収が高いが、H法人は十
勝の単収にも劣らない水準にあり、連作障害
も見られないことが指摘できる。

（２）法人収入における交付金の比重

つぎに水活交付金の法人収入における比重

表5.6　畑作３品の単収の推移表5.6　畑作３品の単収の推移
単位：kg

秋小麦 大豆 ビート

　注）法人資料による。
図5.2　秋小麦の単収の比較

注）H法人資料および『北海道農林水産統計年報』各年により作成。
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を 2021 年度についてみてみる。表 5.7 は作
目ごとに水活交付金（関連を含む）および畑
作直接支払交付金（ゲタ）についてまとめた
ものである。まず、事業別では新市場に向け
た水田リノベーション事業への支援（2021
年導入、麦大豆の土壌診断、高収益作物のフェ
ロモントラップの設置、交付単価 4 万円/10
ａ）が 2,175 万円で最も多く、戦略作物助成
はその分減少して 476 万円、産地交付金が
1,274 万円となっている。この合計は 3,925
万円となっている。畑作直接支払交付金（ゲ

タ）は、4,946 万円となっている。合計は
8,871 万円である。

作物別には小麦が 38.8haで、水活交付金
が 10a当り単価 47,000 円で、合計額が 1,830
万円、ゲタは単価が 89,570 円、総額 3,472 万
円である。これは小麦総収入 7,852 万円のそ
れぞれ、23.3％、44.2％となっている（表 5.8）。
大豆は作付面積が 15.7haであるが、水活交
付金の計単価が 82,745 円、合計金額が 737
万円、ゲタが単価 67,693 円、合計金額が 1,065
万円である。これは、大豆総収入 2,444 万円

　表5.7　水活交付金等の助成額（2021年）
単位：ａ、円

作目 交付金種類別 面積 単価 交付額
小麦 水田リノベーション

産地交付金（地）
畑作直接支払
小計

大豆 水田リノベーション
戦略作物
産地交付金（地）
畑作直接支払
小計

甜菜 産地交付金（地）
畑作直接支払
小計
水田リノベーション
産地交付金（地）
小計
戦略作物
産地交付金（地）
産地交付金（道）
小計
水田リノベーション
戦略作物
産地交付金
畑作直接支払

　注１）法人資料により作成。

種類別

合計

　２）高収益作物はそれぞれ水田リノベーションがスイートコ
　　　ン（加工用）、産地交付金がねぎ、とうきび、スイカ、
　　　ミニトマト、その他である。

高収益
作物

飼料米

表5.7　水活交付金等の助成額（2021年）
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の 30.1％と 43.6％に当たる。甜菜は作付面積
が7.9haであるが、水活交付金が単価40,000円、
総額 322 万円、ゲタが単価 51,950 円であり、
総収入 1,534 万円の 21.0％、26.7％となって
いる。畑作３品の粗収入 1 億 1,830 万円のう
ち、水活交付金は 24.4％、ゲタは 41.8％を占
めている。また、単当粗収入は小麦が 18.4
万円、大豆が 15.5 万円、甜菜が 19.5 万円で
あり、水稲の 11.9 万円と比較すると、1.5 倍
から 2 倍近くの水準にあることがわかる。

このほかに、高収益作物は対象面積が
11.6haで、水活交付金が合計単価 45,603 円
で総額 529 万円、飼料米が 3.6haで合計単価
141,556 円、総額 507 万円となっている。

最後に表 5.9 で、転作の畑作部門での水活
交付金およびゲタの比重を確認しておこう。

この経営の総収入は2億6,500万円であるが、
そのうち畑作３品が 1 億 1,830 万円と 44.6％
を占めている。続くのが高収益作物であり
6,839 万円で 25.8％、米（非主食用米を含む）
は 6,212 万円で 23.4％である。さらに利益段
階でみると、全体の 3,639 万円のうち、畑作
３品が 64.0％、高収益作物が 29.6％であり、
稲作は 12.7％に過ぎないのである。このよう
に、この経営では畑作３品が最も重要な経営
の柱となっており、それを支えているのが水
活交付金およびゲタであるということができ
るのである。

（３）水活交付金見直しの影響

水活見直しへの対応としては、2022 年か

　表5.8　畑作３品の収入における交付金の割合
単位：千円、％

部門 売上高
営業外
収入

水活
交付金

畑作物直接
支払交付金 総収入

製造原価
および管理

費
利益

（総収入
反収）

秋小麦 19,743 58,780 18,304 34,718 78,523 64,020 14,504 184
大豆 6,848 17,595 7,368 10,648 24,442 19,458 4,985 155
ビート 6,752 8,586 3,221 4,094 15,338 11,557 3,781 195

畑作３品計 33,343 84,960 28,893 49,459 118,304 95,035 23,269 179
秋小麦 25.1 74.9 23.3 44.2 100.0
大豆 28.0 72.0 30.1 43.6 100.0
ビート 44.0 56.0 21.0 26.7 100.0

畑作３品計 28.2 71.8 24.4 41.8 100.0
　注）法人資料により作成。

表5.8　畑作３品の収入における交付金の割合

　表5.9　畑作部門の利益寄与率（2021年）
単位：千円、％

部門 売上高
営業外
収入

総収入
製造原価お
よび管理費 利益 寄与率

水稲 49,994 12,121 62,115 57,480 4,635 12.7
畑作３品計 33,343 84,960 118,304 95,035 23,269 64.0
高収益作物 59,678 8,709 68,387 57,599 10,788 29.6

その他 14,910 1,286 16,196 18,250 -2,306 -6.3
合計 157,925 107,076 265,001 228,364 36,385 100.0

　注1）法人資料により作成。
　　2) その他には菌床椎茸を含み、当年度は赤字。

表5.9　畑作部門の利益寄与率（2021年）
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らの 5 年間で現在の転作面積 73.3haのうち、
育苗畑 165aを除き５年間で復田（水張り）
を行う予定である（表 5.10）。2022 年の復田
面積は 8.2haであるが、４か所に分散してい
る。これまでのような団地的な作付けと比較
すると分散的である。前作も秋小麦、ビート、
スイートコンとなっている。すべて乾田直播
の「えみまる」であり、育苗の必要はない。
一方、稲作から畑作への転換は、見直し前に
水稲から転作することを計画していた 4.0ha
に加え、新たに 9.3haを畑地化している。３
圃場では 3ha以上の団地であるが、２か所は
1ha未満の地片となっている。作付割合では、
大豆の割合が多くなっている。作付けの決定
は 3 月に行われ、ブルドーザでの整地が必要
であり、費用はha当たり 10 万円程度となっ
ている。

2021 年に水稲が作付された 52.2haのうち、
表 5.2 に示した第 3 団地から第 6 団地までの
18.3haは粘土地であり畑地としての利用が難

しい。したがって、34.0haが順次畑作化され
ることになる。転作畑については、2021 年
の 73.3haが 5 年間で復田される必要がある。
2022 年は 9haであったから、苗畑の 2haを
除き 2023 年から 26 年の間に 16ha程度を毎
年復田する必要がある。復田した圃場は 1 年
で再び畑地化されることになるので、肥料は
3 分の２で済むものの収穫される米は高たん
ぱくとならざるを得ない。稲作から畑地化さ
れた圃場についても収穫物は収量的にも品質
的にも低下を免れないのである（注１）。

注１）本調査は 2022 年春の段階で行われたものであり、
2023 年以降の水張り規定の変更後の対応については把握
していない。

あとがき

以上、北海道の水田土地利用の地域差とそ
の特質による水活見直しに関する影響につい
て、統計分析と実態調査により明らかにして

　表5.10　水活見直しへの対応（2022年）

筆番号 面積 備考
畑地化

大豆

秋小麦 見直し前の対応
大豆

小計
復田 えみまる

秋小麦 えみまる
ビート えみまる
秋小麦 えみまる 圃場を3枚に分割

小計
　注）法人資料による。

表5.10　水活見直しへの対応（2022年）
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きた。
水活見直しの焦点は、2021 年末の当初は

現行ルールに加え、水張りという「新ルール」
が導入される点にあった。しかし、2022 年
の夏ごろからは畑地化の推進が中心に位置付
けられることになった。北海道は、主食用米
率が小さく、これに非主食用米を加えた稲作
率が全国平均からはるかに低く、水田の畑作
利用の割合が大きい。そのため当初から水張
りの実行可能性とそれが稲作・畑作生産に与
える影響が心配されてきた。ただし、水田が
減少する中で中核地帯を形成してきた石狩川
流域とその周辺領域をみても、水田土地利用
は大きく異なっている。

石狩川上中流域では、稲作率が全国平均を
示しており、地域的にも見直しに対する反応
は弱くなっている。ただし、上流域の飼料作
物、中流域のそばに見られるように、水田利
用をカバーする大規模な受託農家の存在があ
り、見直しがこれら農家に打撃を与えるとす
れば、委託を行っている高齢農家への波及は
避けられない。これらは道南地域や塩狩以北
の一部に共通する性格である。

塩狩以北の田畑作地帯では、一方で北限稲
作への対応としてもち米への転換がかなり早
くから行われ、水稲がうるち米とは異なった
形で生き残っている。これはオホーツク地方
の水田存続地域でも共通している。他方で、
水田の畑地利用は純畑地での畑地利用と連続
しており、水張りによる水田としての継続の
条件は限られている。この点は十勝地域での
水田存続地域の形態に重なるものである。多
くは畑地化に向かうと考えられるが、畑地と
しての基盤整備の導入が条件となる。

今回の見直しに対して最も早く反応し、改
善を求めたのが、石狩川下流域の地域である。
この地域は石狩川流域開発の最後尾に位置付
けられたが、戦後の大規模開発の中で大規模
水田地帯としての成長を遂げた。しかし、高
位泥炭という土地条件の克服のために幾度に
もわたる土地改良事業を実施し、1980 年代
には巨額の負債の重圧の下におかれた。その
償還が一段落する中で、中流域が水稲単作志
向に転換したのとは逆に、転作田を固定して
畑作に野菜などを取り入れた輪作体系を構築
し、比較的大きな規模で複合経営をめざす動
きを開始した（注１）。この形成のためには
米価が停滞する中での畑作所得安定対策「ゲ
タ」と水活補助金の存在が不可欠であった。
こうして、〔5〕で示したH法人を典型とする
大規模水稲・畑作・野菜・複合経営が形成さ
れつつあるのである。すでに述べたように財
務省は転作での麦大豆の二重取り批判を開始
しているが、そのターゲットの一つは石狩川
下流域であると目される。しかし、土地改良
により汎用化された水田をベースに田畑複合
経営を展開する機械化農業経営の存在は、リ
スクが拡大する中での食料確保のためには欠
かせない存在であろう。それは、土地改良を
始めとする財政投資の果実を守るという後ろ
向きの発想ではない。水田の上に展開する畑
作は畑作一般の位置づけでは条件不利地であ
る。水活補助金はここでは、条件不利地対策
として機能している。

石狩川下流域の水田経営は農業政策が目標
としている大型で機械化された複合経営を目
指し、一定の成果を上げている。水活交付金
の見直しがこうした経営展開を阻害するなら、
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それは水田農業の発展を自ら否定するもので
あると言わざるを得ない。

注１）前掲、坂下〔2022〕を参照のこと。
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